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「
當
村
之
内
字
さ
段
と
申
、
家
別
只
今

二
而
拾
三
軒
御
座
候
處
、

往
古
よ
り
西
株

東
株
と
號
け
、
諸
講
諸
會
合

其
外
檀
那
寺
位
牌
之

つ

り

も

し

も

も

も

つ

む

し

う

う

つ

も

り

り

ヵ

へ

り

も

う

列

二
到
る
ま
て

左
座
者
西
株

右
座
者
東
株
と
立
テ
別
レ

勤
來
り
罷
在
候
。

(兵
庫
縣
多
紀
郡
味
間
村
東
吹

河
南
市
藏
氏
斫
藏
丈
書
天
保
十
年
三
月
願
主
徳
右
衞
門
以
下
連
署
、
篠
山
藩
南
組
代
官
宛
欝
扶

「
乍
恐

奉
願
上
候
口
上
之
覺
」
よ
り
抄
出
。
1

傍
點
筆
者
t

)

(

一
)

「
寺
座
」
と
飾
ふ
語
は
何
人
も
恐
ら
く
前
代
未
聞
で
あ
ら
う
。
か

玉
る
文
字
の
古
文
獻

の
上
に
記
さ
れ
た
も
の
は
筆
者
と
雖
も
亦
寡

聞

に
し
て
知
ら
な
い
。
然
し
乍
ら
日
本
の
瓧
會

に
於
け
る
佛
教
の
歴
史
的
發
展
の
基
層
に
は
、
詛
先
信
仰
と
の
廣

般
且

っ
彊
度

の
結
合

の
存
す
る
は
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
事
實
で
あ
つ
て
、
只

こ
の
組
先
信
仰
と
い
ふ
も
の
が
多
年
重
い
研
究
上
の
禁
忌
を
課
せ
ら
れ
て
來
た

玉

め
に
、
そ
の
本
性
は
未
だ
充
分
に
解
明
し
盡
く
さ
れ
る
に
至
つ
て
居
な
い
が
、
之
が
我
が
固
有
信
仰
の
中
に
極
め

て
重

い
比
重
を
も
つ

事

に
つ
い
て
は
充
分
に
推
定
し
得

べ
き
根
據
が
あ
る
。
佛
教
は
日
本
の
瓧
會

の
裡
に
發
展
す
る
に
當
つ
て
は
固
有
信
仰
の
側
か
ら
種

女

の
屈
折
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
が
、
就
中
組
先
信
仰

の
側
か
ら
す
る
竜
の
は
そ
の
尤
な
る
も
の
で
あ
つ
た
。
之
は
觀
點
を
換

へ
れ

寺

座

(竹
田
聽
洲
)

一ご
二
七



東

洋

學

論

叢

二
三
八

ば
日
本
の
魍
先
信
仰
は
固
有
信
仰

の
系
統
を
ひ
く
祚
道
と
、
外
來
文
化

で
あ
る
佛
歡
の
側
と
に
岐
を
分
か
ち
つ
玉
歴
皮

の
裡
に
幾
變
遷
.

を
累
ね
た
の
で
あ
る
と
も
考

へ
ら
れ
る
。

今

日
村
落
に
於
て
禪
瓧
と
寺
院
と
は
誠
に
對
極
的
な
位
置
を
占
め
て
居
る
。
そ
れ
は

「
誕
生
は
宮
さ
ん

葬
式

は
寺
」
と
い
ふ
村

の

常
識

の
中
に
端
的
に
表
は
さ
れ
て
も
居
よ

う
。

ト
人
の
人
間
の
誕
生
は
單
な
る
生
理
的
な
分
娩
の
謂
で
は
な
く

「
氏
子
入
り
」
に
よ
つ

て
瓧

會
的
に
確
認
せ
ら
れ
て
始
め
て
誕
生
は
公
然
の
事
實
と
な
る
。
叉
現
在
の
寺
院
か
ら
葬
式
と
法
事
と
を
除
け

ば
そ
の
砒
-會
的
機
能

の
大
部
分
は
失
は
れ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
も
過
言
で
は
な
い
。
之
等
は
勿
論
神
瓧
寺
院

の
も
つ
機
能
の
全
部
で
は
な

い
が
、
少
く
と
も
村

の
人
生
に
封
し
て
果
す
機
能
の
中
最
も
代
表
的
の
も
の
で
あ
り
、
從

つ
て
そ
れ
ら
は
人
生
の
始
と
絡
、
吉

と
凶
と
に
拘
り
、
誠
に
封
立

的
な
姿
を
と
る
と
み
ら
れ
る
。
然
し
、
兩
者
が
村
の
聖
別
せ
ら
れ
た
る
場
所
と
し
て
、
共
に
宗
教
的
權
威
を
以
て
村
落
瓧
會
た

臨
む
と

い
ふ
點
に
於
て
は
全
く
揆
を

一
に
す
る
も
の
が
あ
る
。
固
よ
り
そ
の

「
權
威
」

の
構
造
や
内
容
に
つ
い
て
い

へ
ば
、
兩
者
の
間
に
は
大

な

る
相
違
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
然
し
、
村
の
生
活
の

「
俗
」
な
る
側
に
封
し

「
聖
」
な
る
側
を
代
表
す
る
と
い
ふ
意
味
に
於
て
は
、

兩
者

の
間
に

一
種
の
共
通
な
面

の
あ
る
事
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

偖

て
日
本
の
瓧
會
が
、
宗
歡
と
の
關
係
に
於
て
持

つ
最
も
著
し
い
特
徴

の

一
は
、
入
間
の
個

々
に
依

つ
て
よ
り

は
、
寧
ろ
そ
の
群
構

成
的
な
規
模
に
於
て
神
が
祭
ら
れ
、
人
間
瓧
會

の
俗
的
秩
序
が
人
と
紳
と
の
宗
教
的
秩
序
の
中
に
反
映
せ
し
め
ら
れ
る
所
に
あ
る
と
せ

ら
れ

る
。

「宮
座
」
を
構
成
す
る
精
紳
的
原
理
は
實
に
茲
に
胚
胎
す

る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
神
瓧
に
封
立
す
る
も
う

一
方
の
極
で
あ

る
寺
院
に
於
て
も
、

「
宮
座
」
に
劉
す
る

「寺
座
」
と
も
稱
す
べ
き
組
織
を
發
展
せ
し
め
た
と
し
て
も
、
敢
て
怪

む
に
は
當
る
ま
い
。

之
が
物
珍
し
い
感
を
與

へ
る
の
は
た
貸
從
來
そ
う
し
た
方
面
に
注
意
が
向
け
ら
れ
な
か
つ
た
迄
の
事
で
あ
る
。



筆
者
は
昨
年
來
京
都
大
學
文
學
部
國
史
研
究
室
を
中
心
に
行
は
れ
て
居
る

「
近
畿
村
落
の
歴
史
民
俗
的
研
究
」
の

一
端
に
參
加
す
る

フ
キ

機
會
を
與

へ
ら
れ
、
主
と
し
て
兩
丹
地
方
村
落

の
同
族
祭
祀

の
實
態
を
調
査
し
つ
玉
あ
つ
た
所
、
最
近
圖
ら
す
も
、
奥
丹
波
多
紀
郡
吹

程
村
躑
ち
現
兵
庫
縣
多
紀
郡
嚇
鬪
槻
薦
鳴
に
於
て
、
正
し
く
寺
座
と
も
稱
す

べ
き
實
態
が
近
世
初
期
以
來
持
續
せ
ら
れ
、
現
在
に
到
つ

て
獪
そ
の
形
骸
を
存
し
て
居
る
事
實
に
突
當
つ
た
。
茲
に
與

へ
ら
れ
た
紙
面
を
借
り
て
そ
の
要
點
を
紹
介
し
、

=

一の
愚
考
を
加

へ
て

大
方

の
叱
正
を
仰
ぎ
度
い
と
思

ふ
。

(
二
)

我
國
自
然
村
落
の
成
因
、
從

つ
て
又
現
在
に
於
け
る
そ
の
構
造
形
式
、
共
に
之
を

一
律
に
論
す
る
事
は
出
來
な

い
。
そ
の
中
で
、
幾

つ
か
の
同
族
結
合
が
集

つ
て

一
の
村
落
を
形
成
し
て
居
る
事
例
が
往

女
各
地
に
發
見
せ
ら
れ
る
が
兩
丹
地
方
は
、

そ
う
し
た
形
式

の
村

落

が
極
め
て
多
い
點
で
、
頗

る
特
色
あ
る
地
域
相
を
示
し
て
居

る
。

カ
ブ
と
か

マ
キ
と
か
よ
ば
れ
る
も
の
が
之
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
現

ア
ヂ
マ

フ
キ

.

ヒ
ガ

シ
フ
キ
シ
モ

制
味
間
村
は
味
間
と
吹
と
に
分
か
れ
、

そ
の
下
に
各

々
數
個
の
大
字
を
含
ん
で
居
て
、

そ
の
吹
の
方

の
大
字
の

一
、

東

吹
下
が
更
に

「
麗
」
と

「
謹
」
と
の
二
區
に
分
か
れ
、
そ
の
中
、

「
段
」

の
十
四
軒
は
全
部
鴻
献
を
姓
と
し
、
之
が
東
株

(
八
軒
)
西
株

(
六
軒
)

と
い
ふ
二
つ
の
同
族
結
合
に
分
か
れ
、
そ
の
十
四
軒

の
み
を
代

女
檀
家
と
す
る
淨
土
宗
鎭
西
派
の
西
蓮
寺
と
い
ふ
小
さ
い
堂
庫
裡

の
寺

が
同
じ
地
域
に
あ
る
。
然
し
こ
の
東
株
と
西
株
は
夫
女
紋
所

(表
紋
裏
紋
共
)
を
異
に
し
、
別
個
に
株

の
稻
荷
祠
を
祀
り
、
別
個
に
不

動
産
を
所
有
レ
、
夫

女゚
に
伊
勢
講
、
明
紳
講
、
虫
干
講
、
初
午
講

(稻
荷
講
)
、
御
日
待
、
愛
宕
講
、
大
師
講
、
念

佛
講

氏
神
講

(講

當
講
)

等
夥
し
い
許
り

の
講
が
あ
る
が
、

そ
の
講
員
は
皆
株

の
構
成
員
と
相
覆

ふ
有
樣
で
、

互
に
極
め
て
彊
固
な
團
結
を
示
し
て
居

る
。

こ
の
中
虫
干
講
は
、
こ
の
地
方
に

一
般
的
な

「
株
講
」
に
外
な
ら
な
い
も
の
で
、
株
の
系
圖

(
西
株

の
は
卷
子
仕
立
、
桓
武
李
氏

寺

座

(竹
田
聽
洲
)

二
三
九



東

洋

學

論

叢

・

二
四
〇

の
末
流
に
掛
け

「
準
姓

一
品
親
王
後
胤
河
南
氏
系
圖
」
と
稱
し
正
副
二
卷
、
恐
ら
く
元
祿
頃
の
作
か
)
を
年
女
當
屋
に
廻
し
て
床
に
か

ざ

つ
て
株
中
が
直
食
す
る
。
時
期
は
盆
前
後
の
暑
い
時
分
で
、
雫
素
祕
藏
す
る
系
圖

の
虫
干
を
か
ね
て
、
組
孫

一
體
の
同
族
感
を
新
に

し
よ
う
と
す
る
所
か
ら
こ
の
名
を
得
た
も
の
ら
し
い
。
氏
神
は
今
は

「
前
」
の
氏
神
春
日
禪
瓧
た

合
祀
さ
れ
て
を
り
、
以
前
は
「
段
」
限

ク
モ
ガ
オ
カ

リ

の
、
雲
岡
神
瓧
と
稱
す
る
虚
室
藏
菩
薩
を
祚
體
と
す
る
氏
禪
が
西
蓮
寺
の
傍
に
あ
つ
た
。
氏
神
講
と
い
ふ
名
稱

は
直
ち
に
、辱

宮
座
を

蓮
想
せ
し
め
る
け
れ
ど
も
、
別
名
を
講
當
講
と
稱
し
、
現
在
遺

つ
て
居
る
明
治
十

一
年
以
來

の
講
巡
帳
に
、
春
講

當
、
冬
講
當
と
い
ふ

文
字
の
み
ゆ
る
所
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
恐
く
各

六
春
ゴ
ト
、
冬
ゴ
ト
で
あ
ら
う
。
か
く
數
多
の
講
が
皆
株
に
ょ

つ
て
營
ま
れ
て
居
る

事

は
そ
れ
ら
の
講
が
凡
て

一
面
に
株
講

で
あ
る
性
格
を
荷
ひ
、
'相
依

つ
て
株
結
合
の
彊
固
さ
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐

ら
く
東
西
兩
株
共
、
純
粹
に
血
縁
分
家

の
後
裔
か
ら
成
り
、
奉
公
人
分
家
や
、
後
入
株

の
樣
な
擬
制
的
分
子
を
含
ん
で
居
な
い
事
に
も

理
由
が
あ
ら
う
。
誠
に
こ
の
場
合
株
は
カ

マ
ド
を
分
有
す
る

ド
つ
の
大
家
族
と
い
つ
た
感
じ
で
、
河
南
文
書
中
天
保
十
年

の

「
株
爭
終

始
帳
」

の
末
尾

「
末
代
迄
心
得
之
事
」

な
る

一
節
に
、

「
何
事
茂
此
度
被
定
候
故

(株
爭
論
結
著
の
事
を
い
ふ
、
下
に
出
づ
)
甚
以
大
變

う

セ

も

も

わ

も

し

セ

し

カ

も

も

わ

つ

カ

カ

至
極
之
事
譬

へ
末
代

二
至
迄
此
御
恩
先
組
之
事
、
忘
失

フ
事
勿
レ
、
…
…
…
株
内
之
義

ハ
親
子
兄
弟
同
樣

二
睦
敷
致
、
互

二
心
ヲ
合

シ
、

し

セ

ら

も

も

も

必
他
言
致
間
敷
・…
…
:
」
と
い
つ
て
居
る
の
は
當
事
者
の
所
懐
を
端
的
に
物
語

つ
て
居
る
Q

斯
く

こ
の
東
西
兩
つ
の
株
は
、
河
南
と
い
ふ
姓
を
同
じ
く
し
、
佳
地
、
菩
提
寺
、
氏
神
を

一
に
し
て
を
り
な
が
ら
、
各

女
別
個
の
結

合
體
と
し
て
、
古
來
極
め
て
仲
が
惡
く
、
事
毎

に
衝
突
を
繰
返
し
て
來
た
。
殊

に
そ
の
爭

の
中
心
と
な
つ
た
の
は
兩
株
と
西
蓮
寺
と
の

關
係
に
つ
い
て
璽
あ
つ
て
、
こ
の
點
を
繞

つ
て
天
保
十
年
、
兩
株
は
篠
山
藩

に
訴

へ
て
、
黒
白
を
法
廷
に
爭
ふ
に
至

つ
た
が
そ
の
當
時

の
關
係
文
書
が
西
株
の
河
南
市
藏
氏
方
に
保
存
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
依

る
と
、
起
訴
以
來
事
件
が
と
も
か
く

一
應
の
落
着
を
見
る

迄

に
滿
二
年
を
要
し
て
居
る
が
、
そ
の
訴
訟
事
件
の
發
端
を
な
し
た
も
の
は
西
蓮
寺
に
於
け
る
兩
株
の
座
席

の
左
、
右
、
如
何
と
い
ふ



事

に
か
玉
つ
て
居
た

(冒
頭
引

用
文
書
)。

こ
の
座
席
の
位
置
と
い
ふ
事
は
、
二
つ
の
株

に
と
つ
て
は
、
實
に
瓧
會
的
身
命
に
關
す
る
底

の
重
大
問

題

で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

西
株
所
傳
の
系
圖
、
記
録
、
傳
承
を
綜
合
す
る
に
(鑼

紘
暾
腱
眄
豐

も
)
河
南
氏
は
、
も
と
嘉
碌

の
頃
河
内
國
丹
南
若
江
澁
川
の
三
郡
を

領

し
た
が
後
ち
左
源
太
友
房
と
い
ふ
者
の
代
に
現
地
に
定
住
し
、長
男
三
郎
左
衞
門
は
跡
目
相
續
、
次
男
三
郎
右
衛
門
は
別
家
、
三
男
長

三
郎
は
出
家
し
て
法
名
友
道
と
改
め
寛
永
の
頃
之
が
西
蓮
寺
の
開
基
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
こ
の
兩
丹
地
方

の
同
族
結
合
で
あ
る

カ
ブ
や

マ
キ
が
も
つ
て
居

る
、
そ
の
現
地
に
定
佳
す
る
に
至

つ
た
先
祀
忙
關
す
る
傳
承
、
或
は
往
六
彼
等
が
、
所

謂
同
族
紳
と
し
て
祀

る
祚
佛
と
彼
等

の
先
組
に
關
し
て
語
る
縁
起

の
類
を
み
る
に
、
そ
の
先
組
は
多
く
流
浪
の
果
て
の
武
士
で
あ
り
、

時
代
的
に
は
概
ね
中

世
末
期
か
ら
近
世
初
期

の
頃
に
掛
け
て
物
語
ら
れ
て
居
る
の
が

一
般
で
あ
る
。
之
は
決
し
て
偶
然
の

一
致
で
は
な
く
、
中
世
末
の
杢
國

的
な
大
動
亂

の
後
を
承
け
て
近
世
村
落

の
成
立
と
共
に
、
そ
れ
以
來
そ

の
村
落
椿
成
員
も
ぼ
貸

一
定
し
、
根
本
的

な
入
替
り
の
な
か
つ

た
と
い
ふ
、
背
後

の
大
き
い
歴
史
的
事
實
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
繍
栖
縱
訪
艘
灘
艦
鑼
嚥
雕
静
櫞
饉
」
、
河
南
株
も
亦
さ
う
し
た

一
例
を
充
す

も

の
に
外
な
ら
な

い
。
然
し
西
株
の
系
圖
を
み
る
に
、
同
じ
く
河
南
を
姓
と
し
て
同

一
場
所
に
佳
し
、

一
見
同
族

で
あ
る
か
の
如
き
觀

を
呈
し
な
が
ら
、
東
株

に
つ
い
て
は
全
く
何
等
の
記
述
も
な
く
、
叉
現
在
の
傳
承
に
徴
す
る
も
そ
の
明
確
な
由
來

は
分
か
ら
な
い
ま
ま
、

之

を
異
族
覗
す
る
蔑
覗
感
だ
け
は
極
め
て
強
烈
な
も
の
が
あ
つ
て
、
兩
株

の
發
生
的
な
關
係
は
天
保
十
年

の
株
爭
論
の
時
に
も
既
に
充

分

な
事
は
分
ら
な
く
な
つ
て
居
た
ら
し
い
。
冒
頭
引
用
文
の
云
ふ
如
く
た
貸

「
往
古

ヨ
リ
西
株
、
東
株
ト
號

ケ
…
…
…
左
座
者
西
株
、

右

座
者
東
株
ト
立
テ
別

レ
、
勤
來
リ
罷
在
」
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
東
西
兩
河
南
株
が
も
と

一
つ
の
血
統
か
ら
出
た

一
族
で
あ
る
か
、

或

は
全
然
別
の
氏
族
で
あ
る
か
、
同
族
と
す
れ
ば
東
西
何
れ
が
本
家
筋
、
何
れ
が
分
家
筋

で
.あ
る
か
、
西
株

の
系
圖
に
、
分
家
し
た
と

記
さ
れ
て
居
る
三
郎
右
衞
門
の
後
裔
は
惹
の
後
如
何
樣
に
發
展
し
て
行

つ
た
の
で
あ
る
か
、
若
し
又
全
然
別

の
血
統
と
す
れ
ば
、
何
れ

寺

座

(竹
田
聽
洲
)

二
四

一
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が
先
佳
で
何
れ
が
後
入
り
で
あ
る
か
、
等
に
つ
い
て
の
客
觀
的
眞
相
は
今
日
全
く
知
る
由
も
な
い
。

然
う
し
た
血
統
の
同
異
は
と
も
角
と
し
て
、
こ
の
猫
額
大
の
小
天
地
に
佳
む
二
つ
の
同
族
が
、.
近
世
を
通
じ
て
瓧
會

的
な
勢
力
の
隆

替

と
共
に
、
絶
え
す
反
目
と
暗
鬪
を
繰
返
し
て
來
た
事
は
、
こ
の
同
族
相
互
に
と
つ
て
は
最
も
基
本
的
な
事
實
で
あ
つ
た
。
天
保
の
爭

論

の
と
き
双
方
か
ら
藩
に
提
出
し
た

「
乍
恐
奉
言
上
候
再
返
答
之
覺
」

(
下
書
)
に
み
る
も
西
株

の
方
は

「當
村
之
内
、
字
段

二
而
、
西
株
之
先
組
、
河
南
出
雲
尉
友
房
之
嫡
、
三
郎
左
衞
門
子
、
長
右
衞
門
ト
申
者
之
頃

居
屋
敷
二
反
斗

リ
構

へ
、
四
方

二
堀
ヲ
仕
廻

シ
罷
在
候
處
、
…
…
…
三
郎
左
衞
門
弟
、
三
郎
右
衞
門
義

ハ
大
庄
屋
御
役
蒙
仰
、
同
所
東
屋
敷

へ
別
家

仕
罷
在
…
…
…
兩
家

ト
モ
究
竟

二
暮
居
候
處
、
右
長
右
衞
門
、
綾
惡

シ
ク
、
段

々
袤
微
仕
…
…
…
」

そ

の
内
東
株
の

「
先

ン
忠
右
衞
門
之
ヲ
承
リ
、
長
右
衞
門
方

へ
飯
米
井
小
使
銀
等
逍

々
仕
逡
リ
仕
、
高
利
ヲ
掛
ケ
終

二
忠
右
衞
門
方

へ
牟
分
讓
り
渡

シ
申
候
。
當
時
ノ
五
郎
太
夫
居
屋
敷

二
而
御
座
候
。
其
節
忠
右
衞
門
先
祀
之
此
屋
敷

へ
薪
宅
仕
候
義
者
、
全
ク
聯
佛
之
御
加
護
引
合

ト
大
キ

ニ
被
悦
候
。」

と

い
つ
て
、
東
株
を
先
組
の
時
以
來
惡
意

に
滿
ち
充
ち
た
存
在
と
目
し
て
居
る
。
殊
に
忠
右
衞
門
を
代

女
襲
名
し
た
東
株
中
の

一
家
筋

は
、
獨
西
株

の
葛
藤
に
於
て
終
始
指
導
的
役
割
を
演
じ
來

つ
た
、
西
株
に
と
つ
て
は
最
も
櫓
む
べ
き
封
象
で
あ
つ
た
。
所
が
同
じ
時
の

東
株

の
方
の
具
申
歌
で
は
、

「
(
西
株
が
)

河
南
出
雲
尉
友
房
之
末
孫

二
而
、
私
共
同
姓
之
者

二
而
、
往
古

ヨ
リ
、
東
西
兩
株

二
而
ρ
諸
會
議
、

其
他
寺
宮
之
儀

迄
、
勤
來
り
候
樣
、
御
訴
訟
に
モ
奉
申
上
候
得
共
、
中
女
往
古
者
左
樣
之
振
合

二
而

ハ
決
而
無
御
座
候
。
長
右
衞
門

ヨ
リ
追

女
相
分

カ
レ
、
貳
軒
參
軒
地
類

モ
西
手

二
出
來
候

二
付
、

一
株
立
之
、
西
株
ト
相
唱
、
私
共
地
類
者
、
東
手

二
有
之
候

故
、
先
方

ヨ
リ
東
株



ト
唱
候
譯
合

二
有
之
哉

二
奉
存
候
。

當
時
五
人
之
者

(
西
株
を
指
す
)
ト

ハ
紋
所

モ
相
違
致

シ
、

兩
株

ヘ
タ
テ
有
之
:
:
:
」
と
あ
つ

ズ

て
、
主
客
正
に
轉
倒
し
て
居
る
。
相
互
に
古
來
か
ら

の
自
己
の
側
の
瓧
會
的
優
位
を
主
張
し
、
併
て
相
手
方
の
劣
位
を
根
據
づ
け
ん
と

ノ

も

も

し
て
居

る
の
で
あ
る
が
之
は
天
保
十
年
と
い
ふ
時
に
於
て
、
偶

々
爭
論
と
い
ふ
機
會
を
得
て
記
録
せ
ら
れ
た
、

双
方

の
傳
承
で
あ
つ
て
、

果
し
て
そ
の
何
れ
が
客
觀
的
事
實
を
謂

つ
て
居
る
も

の
で
あ
る
か
は
固
よ
り
之
だ
け
で
は
斷
定
す
る
事
は
出
來
な
い
。
或
は
双
方
と
も

眞
相
を
傳

へ
て
居
ら
す
、
事
實
は
別
の
第
三
の
も
の
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
斯
か
る
兩
方

の
傳
承
か
ら
し
て
、
そ
の
勢
力
爭

ぴ
が
還
く
且
っ
深

い
も
の
で
あ
る
事
は
、
充
分
看
取
す
る
事
が
出
來
る
。
斯
う
し
た
長
年
に
疸
る
感
情
の
封
立
は
、
藩
廷
の
判
決
の
如

き
法
的
操
作
に
よ
つ
て
は
到
底
清
算
し
得
ら
る
べ
き
性
質

の
も
の
で
は
な
く
、
例

へ
ば
裁
判

の
直
後
、
西
株
に
よ
つ
て
作
疹
れ
た
、
爭

論
の
經
緯
に
關
す
る
尨
大
な
記
録
で
あ
る
上
出

「
株
爭
終
始
帳
」
に
は
上
に
引

い
た
句

に
綾
け
て

も

も

り

り

じ

ら

カ

う

し

ぼ

も

カ

し

い

セ

も

り

「…
…
…
此
後

(裁
判
を
指
す
1
筆
者
1
)

ニ
オ
イ
テ
、
東
株
者

二
茂
、
表
向

ハ
隨
分
美

シ
ク
附
合
、
必
邊
身
許

ス
事
不
成
、
只
此
上

い

む

つ

し

わ

わ

も

セ

カ

も

も

ハ
何
事
茂
、
引
ケ
取
リ
不
申
候
樣
…
…
…
必
不
忘
心
得
違

ヒ
無
之
候
樣
仍
而
如
件

吹

下

村西

株

中
五
軒
」

と

一
族
を
戒
め
て
居

る
所
等
に
も
端
的
に
そ
の
含
む
所
を
表
は
し
て
居

る
。
世
態
を
全
く
異

に
し
た
今
日
と
雖
も
さ
う
し
た
樹
立
は
淌

虫

つ
て
は
居
ら
す
、
例

へ
ば
兩
株

の
間
に
は
目
と
鼻

の
間
な
る
に
不
拘
決
し
て
通
婚
が
行
は
れ
な
い
。

所
が
斯
う
し
た
兩
者

の
祗
會
的

な
勢
力
爭
ぴ
は
、
そ
れ
が
實
際
に
具
體
化
す
る
に
當
つ
て
は
上
に
も
觸
れ
た
如
く
、

い
つ
も
そ
の
菩

提
寺

で
あ
る
西
蓮
寺
と
の
關
係

の
裡
に
飜
ぜ
ら
れ
、

一
種
、
宗
教
的
な
樣
相
を
帶
び
る
事

に
よ
つ
て
、
事
態
を
極
め
て
特
徴
繭
な
ら
し

寺

座

(竹
田
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洲
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め

て
居
る
。
該
寺
を
め
ぐ

っ
て
、
實
に
こ
の
二
つ
の
株
は
事
毎
に
封
立
し
合
つ
た
と
い
ふ
も
過
言
で
は
な

い
。
就
中
、
最
も
問
題
化
し

た
繋
爭
點
は
、
e

同
寺
に
於
け
る
兩
株

の
座
席
の
位
置
及
び

⇔

同
寺
草
創
の
縁
起
と
兩
株
と
の
關
係
、
並

に
そ
れ
と
蓮
關
し
て

同
寺
の
過
去
帳
上
に
記
載
さ
れ
た
兩
株
先
祀
の
戒
名
の
優
劣
と
い
ふ
事
で
あ
つ
た
。

(
三
)

こ
の
座
席
に
關
す
る
爭
ぴ
は
實
に
長
年
に
亘
る
兩
株

の
杢
葛
藤
を
象
徴
す
る
か
の
觀
が
あ
る
。

之
は
早
く
既
に
天
明
の
頃
に

一
度
問
題
化
し
た
事
が
あ
つ
た
が
、

こ
の
時
は
隣
村
栗
栖
野
村
若
林
寺
の
調
停
に
よ
つ
て
事
な
き
を
得

た
。
然
る
に
、

「
其
頃

ハ
座
席
之
義
、
村
役
人

二
不
差
構
、
床
柱

(寺
の1

筆
者

)之
左
右

二
引
別

カ
レ
兩
方

へ
連
席
イ
タ
シ
、
何
事

モ
穩

二
納
リ
來
リ
候
處
、

三
十
五
六
年
以
前

(天
保
+
年
よ
り
。
丈
化
元
年
頃
ー
筆
者
ー
)
西
株
者
纔

二
一二
軒

二
相
成
、
東
株
五
軒
、
外
に
類

中
三
四
軒
、
都
合
九

軒

二
罷
成
、
西
株
無
人
數
ヲ
附
込
、
東
株

ヨ
リ
舊
例
ヲ
潰

シ
候
故
、
西
株

ヨ
リ
彼
是
申
出
、
爭
論

二
相
成
、
諸
會

合
引

別

レ
罷
在

候
」
(冒
頭
所

揚
文
書
)

'

と
あ
り
、
そ
の
舊
例
を
潰
す
と
は
、
西
株

へ
無
斷
で
、
從
來
西
株
は
左
座
、
東
株
は
右
座
と
決

つ
て
居
た
西
蓮
寺

に
於
け
る
位
牌
の
位

置

及
び
株
の
座
席
を
替

へ
、
右
座
か
ら
三
名
を
左
上
座
に
据
え
ん
と
し
て
祀
法
に
背

い
た
事
を

い
ふ
の
で
あ
る
。

こ
の
時
も
村
庄
屋
が

仲

に
立
ち
、
西
株
と
し
て
は

一
歩
を
讓
り
、
東
株
中
の
古
老
安
兵
衞

一
入

一
代
に
限
り
左
座
に
加

へ
る
事
を
承
認

し
て
委
協
が
成
立
し

た

の
で
あ
る
。
所
が
安
兵
衛
の
沒
後
も
東
株
は

一
向
右
座
に
か

へ
る
樣
子
の
な

い
所
か
ら
天
保
十
年
四
月
西
株

か
ら
東
株

に
申
入
を
行

つ
た
の
を
東
株
が
蹴
つ
た
事
か
ら
、
西
株
は

「
何

レ
此

コ
ト
下
方

二
而

ハ
事
決
リ
不
申
、
御
上
樣
訴

工
可
出
」

と
な
し
附
人
廣
瀬
大
助



に
訴
出
た
。
廣
瀬
は
更
に
組
頭
二
名
を
引
入
れ
て
更
め
て
調
停
に
立
ち

イ
、
+彑
亠巫
尸
ハ
東
・挽杯
ヨ
リ

一
人
イ八
レ
、
山左
七
唱
二
別
由席
ノ
宙
掌、

ロ
、
劃諾
會
冖合

ハ
東
西
別

汝
二
分
カ
レ
デ
行

フ
事
.

ハ
、
西
蓮
寺

ハ
東
株
忠
右
衞
門
家

ヲ
開
基
ト
シ
テ
之

二
寺
世
話
ヲ
任

セ
、
西
株

ハ
一
切
手
ヲ
觸

レ
ず

ル
事
、

等
の
條
件
を
以
6て
、
双
方
に
封
し
、
之
等
の
事
は
内

女
藩
の
上
層
部
に
も
蓮
絡
濟
と
稱
し
て
、
牛
ば
威
嚇
的
に
そ
の
承
認
を
慫
慂
し

た

の
で
あ

つ
た
。

然
し
西
株
と
し
て
は
、

「
か
く
て
は
西
蓮
寺
の
意
味
も
離
れ
、
東
株

一
人
に
而
も
、
上
席
と
申
候
而
者
、
舊
例
皆
潰
れ
し
樣
」
感
ぜ

ら

れ
到
底
承
認
し
難

い
所
で
あ
つ
た
の
で
、
調
停
側
は
更
め
て
第
二
案
と
し
て
次
の
三
條
件
を
示
し
、
今
度
は
調
停
者
の
面
子
に
か
け

て
も
そ
の

一
を
承
諾
し
て
和
睦
す
る
事
を
強
制
的
に
要
望
し
た
。
そ
の
條
件
と
は

一
、
村
庄
屋
上
席

の
事
、

二
、
諸
會
合
は
東
西
を
分
た
ざ
る
事
、

三
、
西
蓮
寺
は
惣
羶
那
中
の
開
基
と
認
め
る
事
、

カ
タ

で
あ
つ
て
、
西
株
は
己
む
を
得
す
第
三
項
を
承
認
す
る
事
と
し
た
。
東
株
が
内

女
地
方
役
人
に
樹
し
て
裏
面
よ
り
策
動
し
て
居
る
と
睨

み

つ
玉
も
、
西
株
は
致
方
な
く
承
諾
し
た
の
で
あ

る
が
、
西
蓮
寺
を
衣
項
に
ふ
れ
る
如
く
西
株
開
基
の
菩
提
寺
と
考

へ
る
西
株
と
し
て
、

は
之
は
大
な
る
譲
歩
で
あ
つ
た
。

然
し
今
度
は
東
株
が
承
知
し
な
い
。
そ
の
た
め
調
停
は
不
成
立
に
終
り
、
調
停
者
は
蓮
挟
そ
の
任
を
辭
す
る
に
至
つ
た
の
で
、
同
年

六
月
西
株
は
愈

女
之
を
表
沙
汰
と
し
て
、
寺
瓧
役
所
に
提
訴
し
た
の
で
あ
る
。
審
理
は
諸
種
の
事
情

の
た
め
に
延
引
し
、
終
に
十
二
月

寺

座

(竹
田
聽
洲
)

二
四
五
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五

日
郡
代
、
寺
瓧
奉
行
、
郡
奉
行
、
代
官
等
列
席
の
下
に
裁
判
が
開
始
せ
ら
れ
た
。
審
理
の
中
心
が
西
蓮
寺
の
由
來
と
座
席

の
問
題
に

あ

つ
た
事
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
同
月
十

一
日
判
決
が
下
さ
れ
た
事
は
、
翌
天
保
十

一
年
正
月
西
蓮
寺

(蟷
韓
肋
輔
)
と
現
佳
忍
譽
蓮
署
で
惣

門
中
宛
に
出
さ
れ
た

「
永
代
定

一
札
之
事
」
な
る
書
状
に
よ
つ
て
明
確
に
知
り
得

る
が
、
そ
れ
で
は
、

一
、
正
盆
十
夜
其
他
臨
時
佛
會
之
節
、
座
敷
床
柱
境

二
而
、
東
西

二
列
席
候
樣
被
仰
付
候
事
、

一
、
都
而
寺
宮
諸
會
合
之
節
西
株
東
株
之
甲
乙
無
之
、

一
統
柔
和

二
談
合
有
之
候
樣
被
仰
付
候
事

(
以
下
條
省
略
)

と
い
ふ
事
で
、
十
二
月
二
十
日
夜
、
・先

の
調
停
役
立
合

の
下
に
、
西
蓮
寺
に
於
て
東
西
兩
株
不
殘
列
席
之
上
申
渡

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

所
が
更
に
聯
地
分
割
問
題
や
東
株
の
文
書
僞
造
容
疑
、
叉
東
株
は
佳
職
が
西
株
に
加
擔
し
た
と
な
し
て
深
く
含
む
所
あ
り
、
門
中
各

寺
院
と
氣
胝
を
通
じ
て
寃
罪
を
被
せ
、
之
を
追
出
さ
ん
と
策
動
し
て
表
汰
沙
と
し
た
事
か
ら
、
事
件
は
更
に
別

の
方
向
に
發
展
し
て
、

審

理
は
叉
約

一
ケ
年
を
要
し
た
が
、
結
局
東
株
の
敗
訴
と
な
つ
た
ら
し
く
天
保
十
二
年

一
月
、
東
株
は
事
件

の
申
心
人
物
忠
右
衞
門
が

庄
屋
役
を
沒
牧
さ
れ
三
十
日
の

「逍
込
」

に
處
せ
ら
れ
た
の
を
始
め
、
東
株
と
組
ん
だ
門
中
各
寺
院
に
至
る
迄

夫
々
處
罰
せ
ら
れ
た
。

東
株
と
し
て
は
中
心
人
物
の
服
刑
中
、
西
株
が
官
邊

に
策
動
し
て
後
事
を
有
利
に
展
開
せ
し
む
る
事
は
最
も
恐

る
x
所
で
あ
ら
う
と
、

西
株
は
揚
言
し
て
居
る
が
、
事
實
西
株
は
好
機
措
弘
べ
か
ら
ず
と
し
て
可
成
働
き
か
け
ん
と
し
た
形
迹
が
あ
る
。
翌
月
閏
正
月
二
十
三

日
、
途
に
寺
瓧
役
所
に
よ
つ
て
定
書
が
裁
定
さ
れ
る
遐
び
と
な
り
、
翌
日
庄
屋
宅
に
て
調
印
手
打
式
が
行
は
れ
、
同
月
二
十
七
日
庄
屋

を
召
出
し
寺
瓧
役
所
よ
り
公
布
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
依
る
と
座
席

に
關
す
る
項
は
、

一
、
宮
寺
席
之
儀
、
高
下
之
定
無
之
間
、
其
間
席

ヲ
仕
切
、
貳
席
同
樣

二
相
心
得
、
東
西

一
株

ッ
ツ
左
右

二
相
別

レ
着
座
可
致
事
。

座
席
左
右

二
相
別

レ
、
着
座
致
候
上
者
、
東
株

ヨ
リ
西
株
座
席
之
差
圖
致
間
敷
事
。



西
株

ヨ
リ
モ
東
株
座
席
差
圖
致
間
敷
事
。

モ

一
、
墓
地
高
下
之
儀

二
付
、
少
茂
故
障
差
支
之
筋
無
之
間
、
東
西
株
墓
地
混
亂
不
致
候
樣
、
先
規
之
通
、
相
守
可
申
事
。

(中
略
)

一
、
位
牌
之
儀
者
、
東
株
之
位
牌

ハ
東
ノ
方

二
居

へ
、
西
株
之
位
牌

ハ
西
ノ
方

二
居

へ
置
可
申
事
。

右
之
趣
東
西
兩
株
之
者
共

一
致
致
納
得
、
子
女
孫

女
二
至
迄
異
端
有
之
間
數
者
也
。

天
保
十
三
丑
年
閏
正
月

寺

瓧

役

所

(
印
)

吹

下

村

西

蓮

寺

旦

那
西

株

中

で
、
當
然
東
株

へ
啗
同
文
の
啗
の
が
發
せ
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。
條
文
に
は
明
示
し
て
居
な

い
が
西
株
が
勝
訴
で
あ

る
と
い
ふ
の
で
あ
る

か
ら
、
西
株
が
左
座
を
占
め
た
、も
の
で
あ
ろ
う
し
、

こ
の
定
書
の
發
布
に
よ
つ
て
前

女
天
保
十
年
の
定
は
自
動
的

に
失
效
し
た
も
の
と

考

へ
ら
れ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
後
、
叉
紛
糾
が
あ
つ
た
か
否
か
徴
す
べ
き
史
料
を
缺

い
て
居

る
の
で
明
か
で
な
い
が
、
西
株
が
左
座
、
.

東
株
右
座
の
制
は
今
も
そ
の
ま

玉
實
行
さ
れ
て
居
る
、
今

の
西
蓮
寺
の
建
物
は
文
化
九
年

の
建
立
で
、
從

つ
て
こ
の
事
件
當
時
の
も
の

で
あ
る
が
、
小
さ
い
藁
葺
の
堂
庫
裡
樣
式

で
中
央
本
堂
は
、
内
陣
後
壁
か
ら
直
ち
に
須
彌
壇
を
作
り
出
し
て
所
謂
裏
堂
に
當
る
部
分
が

な
く
、
同
じ
く
後
壁
に
密
着
し
て
左
右
が
位
牌
壇
と
な
り
、
東
西
に
分
か
れ
て
夫

女
東
西
株

の
位
牌
が
並
ん
で
居

る
。
檀
家
は
こ
の
爾

株
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
各
家

の
位
牌
は
東
西
何
れ
か
の
壇
に
必
す
分
置
さ
れ
る
。
内
陣

の
西
側
は
直
ぐ
疉
の
座
敷
で
正
面
申

寺

座

(竹
田
聽
洲
)

二
四
七
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央

の
床
柱
を
挾
ん
で
左
が
床
、
右
が
違
棚
と
な
る
。
こ
の
天
保
十
二
年
の
定
に
は
墓
に
關
す
る
條
項
が
含
ま
れ
て
居
る
が
、
建
物
の
後

は
直
ち
に
墓
山
と
な
り
西
株

の
石
碑
は

一
群
を
な
し
て
中
腹
に
、
東
株

の
は
頂
上
に
同
樣
群
立
し
て
居

て
そ
の
前

が
可
成
に
廣

い
林
室

と
な

っ
て
居
る
。
以
前
は
墓
地
も
夫

女
山

の
西
縁
と
東
縁
と
に
分
か
れ
、
山

の
辻
に
辻
墓
と
て
歴
代
住
持
の
墓
及
び
當
西
蓮
寺
の
本
寺

斷

ち
篠
山
藩
主
の
菩
提
寺
光
忠
寺
の
預
墓
が
あ
つ
た
の
を
延
寶

(
一
詭
享
保
)
の
頃
東
株
か
ら
東
西
全
部
を
上
墓

し

て
辻
墓

へ
葬
る
樣

勸
誘
し
か
け
た
が
西
株
は
そ
の
申
出
を
蹴
つ
た
。
そ
れ
は
西
株
と
し
て
は

　

「
以
前

ヨ
リ
西

ヘ
リ

ニ
而
御
先
租
之
御
廟
所
在
之
、
新
規
之
墓
所
者
無
釜
之
事
、
矢
張
以
前

ヨ
リ
仕
來
リ
通
リ
本
尊
之
前

二
而
引
導

燒
香
在
之
候
上
、
此
迄
通
リ

ニ
河
仕
」
(飫
蘇
謡
憐
貅
潮
講
驚
鷹
醐
馴
槨
謝
瀰
雛
喉
)

「
西
株
之
者
、
墓
之
儀

ハ
寄
附
上
席
也
。
叉
先
組
之
由
緒
有

コ
ソ

之

テ
瓧
、
本
尊
彌
陀
如
來
之
奪
前

ニ
テ
引
導
燒
香
仕
來
リ
候
事
、
此
儀
捨
不
被
申
、
古
來
持
來
リ
シ
墓
地

二
而
…
…
…
東
株
儀
寺
之

(蟯
香
)

門

ヲ
打
越

へ
山

二
而
燒
香
仕
、
西
株
儀

ハ
尊
前

二
而
シ
ヤ
ゴ
仕
候
」

(右
下
書
)

で
あ
つ
て
、
現
在
に
到
る
迄
、
葬
式

の
引
導
燒
香
は
、
本
堂
外
陣
前
で
は
西
株
の
み
が
行
ひ
、
東
株
に
は
之
を
許

さ
す
墓
地
で
行
は
せ

る
と
い
ふ
事
が
、
左
座
を
し
め
る
事
と
共
に
西
株
に
は
最
も
誇
ら
し
い
優
越
感
と
し
て
脈

女
傳
承
さ
れ
て
居
る

の
で
あ
る
。

右

の
樣
な
事
實
を
み
る
と
き
、

「
宮
座
」
に
封
し
て

「
寺
座
」
と
い
ふ
語
を
之
に
與

へ
た
吾
人
の
意
圖
の
奈
邊

に
あ
る
か
は
言
は
す

し

て
最
早
や
明
白
で
あ
ろ
う
。
之
は
寺
と
い
ふ
宗
歡
的
權
威
體
に
對
す
る
に
、

一
座

と
い
ふ
形
を
以
て
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

宮
座
を
結
成
す
る
の
と
、
杢
く
同
じ
精
紳
傾
向
の
流
に
樟
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
場
合
、
座
席
は
何
を
意
味
し
て
居
る

の
で
あ
る
か
。
單
に
座
の
左
右
と
い
ふ
位

の
事
が
斯
く
裁
判
に
訴
ふ
る
迄
に
當
事
者
間
に
重
大
問
題
化
す
る
の
は
如
何
な
る
理
由
か
ら

で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
如
何
な
る
精
紳
構
造

に
基
く
も
の
で
あ
る
か
。



(
四

)

之
に
は

「
宮
座
」
に
つ
い
て
少
し
く
考
を
費
す
必
要
が
あ
る
。
宮
座
に
關
す
る
資
料
の
申
に
は
、
本
座
に
羯
し
新
座
と
い
ふ
類

の
も

の
が
甚
だ
多
い
。
叉
之
を
罕
座
と
い
ぴ
、
或
は
新

の
字
を
嫌

つ
て
眞
座
と
か
神
座
と
い
つ
て
居
る
も
の
も
あ
る
。

例

へ
ば
京
都
府
綴
喜

郡
宇
治
田
原
村
禪
定
寺
の
氏
神
建
藤
神
瓧
に
は
、

一
族
座
、
本
座
、
新
座
、
矢
座
が
あ
り
、
同
相
樂
郡
川
西
村
菱
田
の
春
日
神
瓧
も
本

し

カ

リ

座
、
眞
座
、
今
座
、
居
座

の
四
座
が
あ
り
、
或
は
大
阪
府
北
河
内
郡
交
野
町
の
佳
吉
神
砒
に
は
正
座
と
脇
座
、
そ

の
他
に
掛
座
が
あ
る
。

一
般
に

「
宮
座
」
と
は
神
肚

に
於
け
る

「
集
會
」
と
そ
の
集
會
を
作

る

一
定
の
仲
間
と
い
ふ
相
互
に
關
蓮
す
る
二

つ
の
意
味
を
含
ん
で

居

る
が

一
定
の
仲
間
は

一
座
す
る
も

の
で
あ
り
、

一
定
の
座
席
は
そ
の
座
席
を
占
め
る

一
定
の
集
團
を
意
味
す
る
。

一
つ
の
神
肚
た

樹

し

て
二
つ
以
上
の
宮
座
集
團
が
如
何
に
し
て
發
生
し
た
か
は
我
國

の
瓧
會
11
宗
教
史
上
の
重
大
問
題
で
あ
る
が
、

そ
の
最
も
普
通
に
老

へ
ら
れ
る
の
は
神
人
の
間
に
瓧
會
的
な
身
分
關
係

の
持
込
ま
れ
る
場
合
で
あ
ら
う
。
鄙
ち
最
初
舊
新
村
民
を
矗
別

し
、
舊
村
民
の
み
で

ヒ
ラ

や

宮
座
を
結
成
し
、
他
を
罕
と
か
非
衆
と
し
て
座
外
に
置

い
て
居
た
も
の
が
、
時
代
の
推
移
と
共
に
そ
の
座
外
の
干
が
逐
次
瓧
會
的
經
濟

的
實
力
を
蓄
積
し
來
り
、
茲
に
祭
祀
權
を
要
求
す
る
に
至
つ
た
と
き
、
舊
座
人
の
側
で
之
を
承
認
す
れ
ば
、
從
來

の
舊
座
人
の
宮
座
に

樹

し
て
、
茲
に
薪
し
く
別
の
座
が
結
成
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ら
う
。
東
座

・
西
座
、
北
座

・
南
座
、
左
座

・
右
座
等

の
二
座
封
立
し
て

あ

つ
て
、
そ
の
新
舊
が
問
題
と
さ
れ
る
樣
な
類
も
結
局
こ
の
本
座

・
新
座
に
外
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
之
は

一
座

し
て
禪
を
祭
る
と
い

ふ
、
禪
話
時
代
以
來
の
民
族
の
傳
統
的
感
覺
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
本
座
が
新
座
よ
り
も
祚
の
祭

り
に
於
て
、
種
汝
の

優
位
に
立
つ
の
は
言
ふ
迄
も
な
い
。
そ
れ
は
人
間
瓧
會
の
秩
序
が
、
人
間
と
神
と
の
關
係
面
に
投
射
さ
れ
て
、
祚

に

一
麿
近
く
あ
る
も

の
は
、
そ
の
事
に
於
て
入
間
瓧
會

の
秩
序
に
於
て
も
よ
り

一
層
の
優
位
を
何
よ
り
も
具
體
的
に
保
證
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
村
落
内

寺

座

(竹
田
聽
洲
)

二
四
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部

に
於
け
る
或
る
種

の
瓧
會

集
團
が
そ
の
存
立
の
保
證
を
宗
歡
的
な
も
の
と
の
關
係
の
裡
に
求
め
よ
う
、と
す
る
の
は
、
獨
り
宮
座
の
場

合

に
限
ら
す
、
恐
ら
く
宮
座
の
前
段
階
乃
至
は
組
型
と
も
考

へ
ら
れ
る
同
族
祭
祀
に
於
て
も
亦
認
め
ら
れ
る
所
で
あ
つ
て
、
兩
丹
地
方

等

の
所
謂

「
株
講
」

「
先
組
講
」
の
類
も
そ
う
し
て
成
立
し
た
も
の
が
頗
る
多
い
樣
で
あ
る
。
丹
波
の

一
例
を
擧
ぐ
れ
ば
京
都
府
南
桑

田

郡
千
代
川
村
千
原
に
は
永
田
株
が
四
つ
あ
り
、
毎
年
正
月
十
四
日
四
株
蓮
合
し
て
株
持

の
十
六
善
禪
畫
像
を
廻
當
屋
に
祭
り

「
經
の

當
」
を
執
行
ふ
に
樹
し
て
、
同
部
落
内
の
美
馬

・
河
原
林
爾
株

が
蓮
合
し
て

「
兩
苗
講
」
を
行

ひ
、
伊
勢
講

の
軸
を
祭
る
の
等
は
そ
の

典

型
的
な
も
の
で
あ
ら
う
。
座
席
は
單
な
る
シ
ー
ト
で
は
な
く
、
寧
ろ
或
意
味

の
瓧
會
的
地
位
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
殊
に
そ

れ

が
宗
歡
的
な
場
に
於

て
は
、
時
邏
を
逐
つ
て
隆
替
す
る
其
の
時
其

の
時
の
瓧
會
的
地
位
の
滄
長
を
超
え
て
、

一
種
不
變

の
恒
久
性
を

持

つ
所
か
ら
、
そ
う
し
た
座
席
の
象
徴
的
意
義
は

一
層
深
化
す
る
の
で
あ
る
。
當
事
者
に
と
つ
て
こ
れ
が
重
大
問

題
で
あ
る
の
は
寧
ろ

も

も

し

當
然
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「薪
座
」
が

「
紳
座
」
と
か

「
眞
座
」
と
か
き
か

へ
ら
れ
る
と
い
ふ
事
自
體
、
か
う
し
た
座
の
も

つ
象
徴

性

を
何
よ
り
啗
雄
辯
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
之
は
獨
り
神
瓧

の
場
合
の
み
な
ら
す
、
佛
教
の
場
合
、
殊
に
凡
て

の
枇
會
的
差
別
を
撥

無

し
て
弘
く

一
切
衆
生
の
結
縁
を
建
前
と
す
る
類

の
法
會
、
例

へ
ば
淨
土
宗

の
五
重
相
傳
法
等

の
場
合
に
於
て
さ

へ
、
そ
の
密
室
道
場

に
於
け
る
受
者
の
座
席

の
順
位
が
、
俗
瓧
會
か
ら
の
制
約
を
冤
れ
す
、
重
大
問
題
と
し
て
い
つ
も
關
係
者
の
鏡

い
を
關
心
を
集
め
る
事

實
等
も
、
や
は
り
斯
う
し
た
宗
教
的
な
場
に
於
け
る
座
席
の
も
つ
深
い
象
徴
性
に
由
來
す
る
も
,の
で
あ

ら
う
。

偖
て
今
日
の
宮
座
に
於
て
、
座
を
構
成
す
る
原
理
と
な
る
も
の
は
、
年
藹
、
家
筋
、
職
能
等
で
あ
る
が
、
殊
に
年
令
階
級
に
よ
つ
て

座

が
結
成
さ
れ
る
傾
向
が
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。
所
謂
若
座
、
中
老
、
年
寄
、
オ
ト
ナ
等
と
い
は
れ
る
も
の
玉
外
、
宮
衆
、
六
入
衆
、

八
人
衆
、
大
夫
、
座
頭
、
神
主
等
と
呼
び
な
が
ら
、
事
實
に
於
て
は
座
人
中
の
年
寄
か
ら
構
成
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
、
更
に
叉
年
寄
申
最

長

老

一
人
を
擧
げ

て

一
老
と
す
る
も
の
ま
で
、
と
も
か
く
年
葹
に
よ
つ
て
座
人
'を
階
級
づ
け
る
事
は
、
明
か
に
地
縁
的
觀
念
が
そ
の
根



底

に
働
き
、
か

玉
る
場
合
に
は
氏
紳
と
呼
ば
れ
て
は
居
て
も
そ
の
神
は
當
然
産
土
神
の
性
格
を
荷
は
ざ
る
を
得
な

い
。
之

に
封
し
て

一

定

の
家
筋
に
よ
つ
て
座
が
構
成
さ
れ
る
場
合
は
そ
の
宮
座
は
直
ち
に
、
封
鎖
的
特
權
團
體
と
い
ふ
形
態
を
と
つ
て
來
る
。
例

へ
ば
京
都

府

久
世
郡
久
津
川
村
甼
川
の
手
井
紳
瓧

で
は
北
尾
安
村

の
二
姓
の
み
が
宮
座
株
を
も
つ
て
居
る
如
き
は
そ
の

一
例

で
あ
る
が
、
殊

に
滋

賀
縣
、
奈
良
縣
の
宮
座
に
多
く
み
ら
れ
る
彼
の
モ
ロ
ト

(諸
人
、
舊
人
、

村
生
人
、

師
統
、

諸
頭
)
は
、

畢
竟

「諸
頭
」
で
あ
つ
て

神

事
頭
入
を
勤
め
得
る
資
格
者
の
集
合
と
し
て
、
宮
座
に
於
け
る

一
の
典
型
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
而
し
て
之
が
村
生
人
、
奮
人
、
守

入
等
と
記
さ
れ
て
居
る
の
は
、
か

N
る
人

々
が
村
に
於
て
古

い
家
格
を
有
し
神
瓧
を
保
護
す
べ
き
特
別
の
任
務
と
權
限
を
有
す
る
と
い

ふ
意
識
の
表
現
に
外
な
ら
す
、
や
が
て
之
が
座
筋
を
示
す
言
葉
と
な
つ
て
來
て
居
る
。
か
く
座
株

が

一
定
の
家
筋

に
の
み
傳

へ
ら
れ
る

場
合
、
そ
こ
に
は
明
か
に
血
縁
的
觀
念
が
働
い
て
居
る
。
た

貸

一
座
の
神
瓧

に
甥
し
て
二

つ
以
上
の
座
が
併
立
し
て
居
る
場
合
は
、
地

縁
的
觀
念
が
入
込
ん
で
來
て
居
る
事
が

一
應
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
家
苗
を
異

に
し
て
獨
立
に
座
株
を
も
つ
家

女
が
事
實
上
は
皆

同
族

で
あ
つ
て
、
同

一
租
先
の
分
派

で
あ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
、
強
ち
之
を

一
概
に
言
ふ
事
は
出
來
な
い
β
然
し
今
日
の
宮
座
が
概
し

て
地
縁
的
.で
あ
る
事
は
否
定
す
る
事

の
出
來
な
い
事
實
で
あ
る
。

然
し
之
等
も
遡
れ
ば
血
縁
座
よ
り
漸
衣
地
縁
座
に
向
つ
て
來
た
傾
向
が
み
と
め
ら
れ
、
前
者
は
後
者
よ
り
も
概

し
て
古
い
形
態
を
示

す
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。
從
つ
て
今
日
實
例
と
し
て
は
少
く
な

つ
て
居
る
が
、
單

一
の
家
筋
の
み
が

一
つ
の
座
株

を
獨
占
す
る
所
謂

一

族
座
は
宮
座
と
し
て
は
最
も
純
粹
な
形
で
あ
ら
う
。
京
都
府
相
樂
郡
棚
倉
村
大
字
綺
田
の
古
川
座
の
如
き
は
四
十
數
戸
.の
古
川
姓
の
み

で

一
座
を
芒

て
居
り
、
礬

縣
滋
賀
郡
小
松
村
大
字
鵜
川
の
白
黥

瓧
の
山
田
講
は
山
田
姓
五
+
餘
戸
よ
り
威
る
。
(肥
後
和
男
博
士

「宮
座
の
研
究
」)

こ
れ
ら
は
同

一
族
た
る
信
念
に
よ
り
結
合
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
り
、
か

玉
る
も
の
に
は
氏
人
以
外
の
者
の
座
入
は
老

へ
ら
れ
な
い
の
で

座

と
し
て
は
全
く
封
鎖
的
と
な
る
。
か
く
て
そ
の
神
は
全
く
氏
紳
た
る
性
格
を
荷
ふ
に
至
る
の
で
あ
る
が
之
等
は
そ
の
祚
と
そ
れ
に
奉

寺

座

(竹
田
聽
洲
)

二
五
一



東

洋

學

論

叢

二
五
二

仕
ず

る
氏
族
集
團
の
歴
皮
的
性
格

に
基
く
も
の
で
あ
る
。

斯
う
し
た
場
合
は
同
族
祭
祀
、
帥
ち
先
の
兩
丹
地
方
の
カ
ブ
や

マ
キ
が
行
ふ
株
構
、
先
組
講
、
信
州
伊
那

の
ヂ

ル
イ
が
祭

る
ウ

エ
ー

デ

ン
樣
、
栃
木
縣
群
馬
縣
の

エ
ツ
ケ
ウ
ヂ
ガ
ミ
、
鹿
兒
島
縣
下
の
ウ
ツ
ガ

ン
等
の
如
く

一
定
の
同
族
が
年
間

一
定

の
時
に
集
り
所
謂
同

族
神
を
祭
る
も
の
と
そ
の
形
は
や

玉
近
似
し
て
來
る
。
之
等

の
同
族
紳
は
何
れ
も
神
瓧

で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
小
祠
、
墓
、
或
は
同

族

の
中
の
宿
を
年

女
廻
る
木
牌
や
掛
軸
な
ど
で
、

一
族
宮
座
と
は
そ
の
規
模
に
於
て
大
な
る
懸
隔
が
あ
る
が
、
然
し
精
紳
構
遭
と
し
て

は
同
じ
類
型
に
屬
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
貸
マ
キ
と
か
カ
ブ
と
か
ヂ
ル
イ
と
か

エ
ツ
ケ
と
か
の
民
俗
學
上
の
所
謂
同
族
結
合
は
血
縁
地

縁

の
相
邸
の
上
に
成
立
し
て
居
る
も
の
で
、
數
戸
か
ら
多
く
て
十
數
戸
位
が
普
通
で
あ
り
、
古
川
座
や
山
田
講
の
如
く
四
五
十
戸
も
あ

る
場
合
機
能
的
に
み
て
そ
れ
を
所
謂
同
族
結
合
の
中
に
含
ま
し
め
得

る
か
否
か
は
更
に
綿
密
な
調
査
を
必
要
と
す

る
で
あ
ら
う
。

宮
座

(就
中
一
族
座
)
と
同
族
神
祭
祀
と
を
比
較
研
究
し
て
兩
者

の
關
係
を
脈
謄
づ
け
る
事
は
我
國

の
瓧
會
と
宗

教
と
の
關
係
構
造
を

抹
出
す
る
上
に
重
要
な
鍵
を
含
ん
で
居
る
と
考

へ
ら
れ
る
。
大
阪
府
泉
北
郡
美
木
多
村
大
字
上
の
美
多
禰
神
肚

の
右
座
は
吉
田
氏

一
族

よ
り
成
り
代
々
神
主
を
勤
め
て
來
た
の
で
紳
主
座
と
い
は
れ
て
居
り
奈
良
縣
生
駒
郡
安
堵
村
笠
月
の
御
靈
神
瓧

の
北
座
は
又
吉
田
座
と

も
い
善

里

統
+
二
戸
よ
り
成
る
。
(
肥
後
博
士

前

羯

書
)
之
等
は
固
よ
彑

族
墓

で
あ
る
が
、

之
蜀

し
て
丹
波
地
方
例

へ
ば
京
都
府
南

桑
田
郡
篠
村
山
本
の
宇
野
姓
の
中
九
軒
が
宇
野
株
を
成
し

「
宮
の
當
」
を
式
内
桑
田
禪
瓧
で
行
ぴ
、
叉
同
郡
大
井
村
並
河
の
田
中
株
十

わ

カ

七
軒
の
中
、
本
家
株
十
二
軒
の
み
が
式
内
大
井
禪
瓧

に
封
し
て

「
宮
座
講
」
を
も
つ
て
居
る
。
之
等
は
共
に
村
氏
禪
と
し
て
の
祭
禮
は

も

し

も

別

に
あ
つ
て
、
同
族
結
合
と
し
て
は
そ
れ
に
は
少
し
も
關
與
し
な
い
。
從

つ
て

「
宮
の
當
」

「
宮
座
講
」
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
ぱ
右
の

兩
吉
田
座
の
例
等
と
異
り
、
同
族
祭
祀
の
場
所
を
村
氏
神
瓧

に
得
て
居
る
と
い
ふ
に
す
ぎ
な
い
と
も
み
ら
れ
、
事
實
同
族
結
合
の
紐
帶

を
宗
敏
的
な
仕
方
で
年

女
確
認
す
る
と
い
ふ
機
能
面
に
於
て
は
株
講
や

エ
ツ
ケ
ゥ
ヂ
ガ
、、丶
の
場
合
と
本
質
的
に
異

ら
な
い
。
從

つ
て
株



自
身
に
と
つ
て
み
れ
ば
同
族
祭
祀
で
あ
る
が
、
氏
子
集
團
全
體
か
ら
み
れ
ば
そ

の
内
部
に
於
け

る
血
縁
集
團
と
し
て
、
紳
瓧
に
封
し
て

何
等
か
の
排
他
的
な
關
係
を
も
ち
、
名
稱
も

「
宮
座
」
と
い
つ
て
居
る
點
は
美
木
多
の
吉
田
座
や
安
堵
村
の
吉
田
座
の
如
き

一
族
座
と
、

そ

の
相
違
は
極
め
て
微
妙
な
も
の
と
な
る
。

か
く
て

一
族
座
と
い
つ
て
も
そ
れ
が
氏
子
集
團
と
相
覆

ふ
も
の
と
、

一
族
座
が
氏
子
集
團
の
中
に
特
立
し
、
自
己

の
周
圍
に
座
外
の

氏
子
を
も

つ
恵
の
と
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
古
態
と
い
ふ
點
か
ら
い

へ
ば
前
者
の
方
が
よ
り
純
粹
に
近
い
と

一
應
考

へ
ら
れ
る
。

而
し
て
未
だ
神
瓧

の
體
裁
を
整

へ
な
い
同
族
神
祭
祀
は
そ
れ
よ
り
も

一
層
純
古
の
俤
を
傳

へ
る
も
の
と
考

へ
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
然

し
之
に
は
獪
多
く
の
資
料
を
蒐
集
し
た
上
で
綿
密
な
考
證
を
必
要
と
す
る
。
所
.が
茲
に
最
も
注
目
す

べ
き
は
、
か

x
る
同
族
神
祭
祀
が

往

女
佛
歡
と
關
係
を
も
つ
も
の

玉
あ
る
事
で
あ
る
。
前
記
千
代
川
村
永
田
株
の
十
六
善
禪
も
そ
う
し
た

一
例
で
あ
る
が
、
京
都
府
南
桑

田
郡
曾
我
部
村
法
貴

の
法
貴
株
で
は
そ
れ
は
大
日
如
來

の
草
堂
で
あ
り
、
殊
に
管
見
に
入
つ
た
中
で
最
も
數
の
多

い
の
は
該
同
族
の
先

組

(
歴
代
を
も
含
め
て
)
の
著

を
記
し
た
墓
碑

木
牌
、

蠶

、
系
圖
簍

同
絳

そ
の
も
?

と
し
て
居
る
類
で
あ
る
。
(蠶

露

臨

鎌

)
し
て
み
る
と
同
族
黎

祀
と
い
ふ
形
式
は
そ
の
ぞ

で
あ
り
乍
ち
、
そ
の
内
實
は
霑

か
ら
簔

へ
と
容
易
に
ス
リ

替

へ
ら
れ
得
る
性
質

の
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
帥
ち
神
道
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
叉
佛
教
的
で
あ
る
に
せ
よ
、

そ
れ
が
同
族
に
臨
む

場

合
に
は
、、
機
能
的
に
ぱ
共
に
同
族
神
と
し
て
同

一
の
範
疇
に
屬
す
る
の
で
あ
る
。
史
上
に
顯
著
な
彼

の
神
佛
習

合
は
、
か

玉
る
精
神

的
基
暦
に
支

へ
ら
れ
て
、
始
め
て
具
體
化
し
た
も

の
に
相
違
な
い
。
同
族
神
祭
祀
が
神
道
的
内
實
を
も

つ
た
場
合

そ
れ
は
宮
座
、
殊
に

先

づ

一
族
宮
座
に
系
統
づ
け
得
る
も
の
と

一
應
考

へ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
佛
教
的
な
形
式
を
と
る
場
合
、
や
が
て
寺
院
に
於
け
る
座
、

邸

ち
寺
座
を
發
生
せ
し
め
て
く
る
事
も
理
論
的
に
は
考

へ
ら
れ
よ
う
。
そ
の
場
合
寺
院
が
漢
字

「
寺
」

の
原
義
や
、
況
ん
や
梵
語

「
阿

蘭
若
」
か
ら
甚
し

い
屈
折
を
う
け
て
居
る
事
は
喋

女
を
要
し
な
い
。

寺

座

(竹
田
聽
洲
)

二
五
三



東

洋

學

論
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.

二
五
四

大
阪
府
南
河
内
郡
喜
志
村
大
字
宮
の
美
具
久
留
御
魂
瓧
た
は
祭
祚
大
國
主
神
の
裔
孫
と
い
は
れ
る
青
谷
氏
が

一
族
を
以
て
宮
座
を
組

織
し
て
爨

が
、
近
世
に
至
り
他
の
季

の
羇

を
う
げ
て
之
毒

散
し
た
と
い
ふ
。
(後
肥
博
士

前
羯

書
)
斯
う
い
ふ
例
は
他
に
も
多
い
專

あ
ら
う
。
河
南
株

の
場
合
は

一
地
匯
を
二

つ
の
同
族
の
み
で
占
め
他
に
綾
衝
的
な
役
割
を
果
す
第
三
者
が
な
か
つ
た
事
と
、
同
族
結
合

が
極
め
て
強
固

で
あ
つ
た
と
い
ふ
事
惰
が
宗
歡
的
場
に
於
け
る
座

の
象
徴
的
意
味
を

一
層
深
刻
に
し
た
結
果
、
西
蓮
寺
に
於
け
る
座
席

の
爭
が
か
く
も
激
化
し
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。

(
五
)

宮
座
が
殊
に
血
縁
座
の
場
合
、
或
は
叉
同
族
結
合
に
於
て
も
、
そ
れ
ら
は
共
に
そ
の
根
底
に

一
種
の
歴
皮
的
性
格
を
も
つ
事
が
原
則

的
で
あ
る
。
譬
ぴ
自
己
に
つ
い
て
の
明
白
な
歴
皮
は
知
ら
れ
な
く
と
も
、
さ
う
し
た
歴
史
を
も
つ
も
の
と
す
る
意
識
が
働
い
て
居
る
事

が

」
般
で
あ
る
。
座
も
さ
う
し
た
歴
史
的
性
格
を
背
景
と
す
る
事
に
よ
つ
て
、
始
め
て
そ
の
象
徴
性
を
充
實
せ
し

め
る
の
で
あ
る
。
東

西
河
南
株

の
寺
の
座
席
に
關
す
る
爭
に
は
、
實
に
各
株
と
西
蓮
寺
草
創
の
縁
起
に
關
す

る
歴
皮
的
關
係
が
含
ま
れ

て
居

る
の
で
あ
つ
て
、

前
記
座
席

の
爭
は
寧
ろ
形
式

で
あ
り
、
こ
の
草
創
に
關
す
る
爭
こ
そ
兩
株

の
爭
の
内
實
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

享
保
十
六
年
三
月
西
蓮
寺
よ
り
篠
山
藩
に
提
出
し
た
、

「
吹
下
村
西
蓮
寺
縁
起
」
に
依
れ
ば
、

ト

ニ

し

マ

へ

「
一
、
逞
龍
山
西
蓮
寺
者
、
寛
永
之
頃
河
南
出
雲
友
房
與
申
者
有
之
。
其
子
丹
壹
人
出
家
仕
、
法
名
有
道
ト
申
、
小
庵

ヲ
結

二
閑
居

仕
候
。
其
後
京
都
知
恩
院

エ
相
願

ヒ
、
御
末
寺

二
罷
成
、
右
之
山
號
寺
號
被
下
之
候
。

.一
、
(前
略
)
若
狹
守
樣
御
上
意
、
慶
安
年
申
光
忠
寺

(藩
主
松
夲
氏
菩
提
寺
ー
筆
者
1
)
末
山

二
罷
成
候
。
其
節
及
破
損
罷
在

候
處

ヲ

光
忠
寺
十

一
代
嚴
譽
和
徇
中
興
御
取
立

二
而
御
座
候
。」



で
あ
つ
て
、
之
は
大
體
西
株
の
傳
承
と
大
差
な
い
σ
然
し
、
先
の
西
株
の
系
圖
の
長
三
郎
の
欄
に
は
朱
書
し
て
西
蓮
寺
の
發
端
は

「
草
庵
之
處
、
松
手
山
城
守
殿
時
代
、
御
願
申
上
候
處
、
御
菩
提
所
之
淨
心
寺
之
佳
僣
(
嚴
立
和
禽
ノ
御
取
立
ニ
テ
龍
喜
山

一
岸
寺

も

セ

も

し

も

も

も

ト
號

フ
。
後

二
御
當
代

二
至
、
今

ノ
光
忠
寺
嚴
譽
上
人
改
メ
テ
逞
龍
山
西
蓮
寺
ト
號
ス
。
今

二
至
リ

一
類
ノ
菩
提

ナ
リ
。」

り

う

も

カ

い

も

セ

も

と
稱
し
、
別
系
統
の
傳
承
を
録
し
て
居
る
。
所
が
東
株

の
方
の
傳
承

で
は
、
時
期
は
同
じ
く
寛
永
の
頃
で
あ
る
が
、
東
株

の
先
祀
河
南

も

わ

セ

出
雲
尉
友
房
の
子

(俗
名
不
記
)
出
家
し
て
法
名
友
道
と
號
し
、
今
の
寺
地
を
點
じ
て
こ
x
に
小
庵
を
結

び
、
同
人

の
母

も
剃
髪

し
て

同
宿
し
念
佛
修
行
の
生
活
を
邊
つ
た
が
、
後
知
恩
院
に
さ
せ
る
因
縁
あ
つ
て
そ
の
直
末
寺
に
仰
付
ら
れ
逞
龍
山
西
蓮
寺
の
號
を
下
し
置

か

れ
、
後
城
主
松
準
若
狹
守
の
希
望
で
光
忠
寺
の
末
寺
と
な
り
、
嚴
譽

の
手
で
申
興
再
建
さ
れ
た
と
傳

へ
る
の
で
あ
る
。
双
方
と
も
西

蓮
寺
が
自
氏
の
菩
提
寺
で
あ
り
、
そ
れ
は
杢
く
自
鼻
の

一
族
で
あ
る
友
道
を
開
基
と
す
る
と
い
ふ
因
縁

に
基
け
て
居

る
點
は
揆
を

一
に

し

て
居
る
。
寺
に
封
す
る
發
言
權
を
掌
握
す

る
上
に
決
定
的
な
根
據
と
な
る
も
の
は
、
云
ふ
迄
も
な
く
そ
の
寺
の
開
基
が
誰
で
あ
る
か
、

而
し
て
、
そ
の
開
基
と
自
家
の
先
組
と
が
如
何
な
る
關
係
に
あ
る
か
と
い
ふ
事
で
あ
ら
う
。
物
的
施
入
の
大
小
も
確
に
寺
に
封
す
る
發

言
權
を
大
い
に
支
配
す
る
が
、
之
は
時
に
隆
替
を
冤
れ
な
い
に
封
し
、
草
創
に
關
す
る
關
係
は
恒
久
的
の
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
西
蓮

寺
を
繞

つ
て
、
兩
株
の
暗
鬪
は
樣

汝
な
方
面
に
展
開
し
て
居
る
が
、

こ
の
草
創
の
縁
起
に
關
す
る
爭
は
就
中
最
も
核
心
的
な
も
の
で
あ

つ
た
。

西
株
よ
り
す
れ
ば
、

「
東
株
よ
り
寺
開
基
杯
と
申
出
候
得
共
、
是
等
之
儀
は
不
足
取

二
僞
リ
」
で
あ
り
、

「
何
分
新
遅
去
帳
、
中
右

衞
門
始
東
株
之
者
、
添
創
り
樣

女
差
略
仕
り
候

へ
共
、
西
株
よ
り
往
古
小
庵
寺
を
結
ぴ
候
證
據
は
、
西
株
之
洗
組

に
而
三
郎
左
衞
門
、

法
名
は
露
奄
宗
伯
信
士
…
…
…
右
代

タ
奄
號
相
用
ぴ
候
事
と
聞
傳
ひ
候
得
共
・
末
世
と
成
候

て
は
右
之
仕
來
り
蒔
相
崩
れ
・
太
以
歎
ヶ

敷
奉
存
候
。
何
分
東
株
古
き
位
牌
、
薪
過
去
帳
等
、
差
略
之
上
、

冖
切
相
分
り
不
申
候
。」

で
あ
る
が
邀
に
東
株

に
し
て
み
れ
ば
、

寺

座

(竹
田
聽
洲
)
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「
西
長
右
衞
門
株

に
而
者
、
西
蓮
寺
開
基
同
樣
と
申
出
候
者
、
是
全
く
僞
り
に
御
座
候
。
過
去
帳
相
改
候
に
事
寄
せ
、
先
組
之
法
名

、
年
號
月
日
相
分
り
不
申
杯
と
申
、
假
令
位
牌
紛
失
致
し
候
共
、
法
名
年
號
月
日
相
分
り
可
申
筈
」

で
過
去
帳
上
の
戒
名
が
支
離
滅
裂
し
て
居
る
樣
な
の
は
開
基
檀
中
等
で
は
決
し
て
な
い
何
よ
り
の
證
掾
だ
と
い
,ふ
の
で
あ
る
。

戒

名
は
受
戒
の
印
可
と
し
て
師
家
よ
り
與

へ
.ら
れ
る
の
を
本
義
と
す
る
が
、
事
實
上
は
、
さ
う
し
た
宗
教
的
意
義
よ
り
も
極
め
て
枇

會

的
な
性
格
を
も
ち
、
そ
の
字
數
や
用
字
に
は

一
定
の
枠
が
あ
つ
て
、、
一
種
の
瓧
會
的
暦
序
の
徴
標
た
る
の
役
割
を
果
す
の
で
あ
為
。

殊
に

一
建
立
の
氏
寺
等
に
在

つ
て
は
そ
の
開
基
壇
越

は
そ
の
寺
と
し
て
は
諸
壇
越
中
最
も
大
切
な
壇
那
で
あ
る
か
ら
、
戒
名
も
他
に

比

べ
て
重

々
し
い
も
の
が
鱠
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
か
玉
る
戒
名
は
過
去
帳
や
位
牌
に
記
さ
れ
て
、
佳
職

の
管
理
に
屬
す
る
所
か

ら
、
東
株
西
株
共
盛
に
佳
職
に
働
き
か
け
て
之
を
籠
絡
し
、
そ
の
記
載
を
適
當
に
書
替
さ
せ
て
自
家
の
優
位
と
相

手
の
劣
位
を
主
張
す

る
、
そ
の
根
據
た
ら
し
め
ん
と
し
て
兩
株
は
門
中
や
本
寺
迄
も
引
入
れ
て
、
文
政
六
年
春
以
降
頻
り
に
暗
鬪
を
重
ね
た
。
右
兩
株
の
具

歌

は
帥
ち
共
,に
そ
う
し
た
經
緯
を
踏

え
て
居
る
の
で
あ
る
。

西
株

の
開
基
を
否
定
す
る
東
株

の
所
傳
で
は

開
基

照
譽
心
光
禪
尼

友
道
母

開
山

嚴
譽
上
人

本
寺
光
忠
寺
十

一
代

第

一
代

照
譽
圓
龍
大
徳

友
道
事

と
な
つ
て
居
る
。
開
基
の
問
題
は
右

に
い
ふ
如
く
、
寺
と
の
關
係
に
於
て
最
後
の
極
め
手
と
な
る
所
か
ら
、
裁
判

に
於
て
も
爭
論

の
中

心
と
な
つ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
公
雫
に
み
て
東
株

の
方
に
可
成
捏
造

の
形
迹
が
あ
る
。
蓋
し
西
株
は
寺
の
緻
起
に
も
あ
る
通
り
、
叉
系

圖
を
楯
に
と
つ
て
友
道
を
開
基
と
し
て
絶
獨
的
な
發
言
權
を
主
張
し
て
讓
ら
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
し
、
東
株
は
か

玉
る
西
株
の
立
場
を



奪

ふ
爲
に
、
恐
く
自
株
の
先
祀
中
か
ら
で
も
照
譽
心
光
禪
尼
な
る
入
物
を
拉
し
來
つ
て
之
を
友
道
の
母
に
作
り
上
げ
る
と
共
に
、
之
を

西
蓮
寺
の
草
創
縁
起
の
中
に
も
入
れ
込
み
、
結
局
之
を
首
位
に
置
い
て
自
家
の
立
場
を
ひ
き
上
げ
、
西
株
の
根
據

と
す
る
友
道
を
そ
の

下
位
に
置

い
て
、
寺
に
於
け
る
自
家
の
地
位
を
根
據
づ
け
ん
と
し
た
も
の
か
と
考

へ
ら
れ
る
。

か

玉
る
黒
白
相
容
れ
ざ
る
双
方
の
所
傳
に
封
し
て
、
藩

の
判
決
は
結
局
双
方
を
委
協
せ
し
め
る
外
な
か
つ
た
が
而
も
そ
の
要
協
點
は

前

と
後
と
で
は
幾

ら
か
動
搖
し
て
居
る
。
邸
ち
天
保
十

一
年
正
月
の

「
永
代
定

一
札
之
事
」

(
天
保
+
年
+
二
月
の
判
決
)
で
は

、
「
一
、
當
寺
開
基
友
道

但
し
東
西
之
先
祗
に
而
惣
持
定
開
基
に
相
定
被
仰
付
候
事

附
り
、
是
迄
照
譽
心
光
禪
尼
之
位
牌
己
後
相
用
候
儀
ρ
堅
停
止
與
仰
付
候
也
」

で
あ
る
が
同
十
二
年
閏
正
月

の
定
書
で
は

「
一
、
西
蓮
寺
開
山
者
友
道
に
相
定
候
得
者
、
當
寺
開
山
友
道
與
申
位
牌
を
建
可
申
事

一.、
照
譽
心
光
禪
尼
之
位
牌
に
彫
付
有
之
候
當
寺
開
基
之
號
引
捨
、
友
道
實
母
と
記
し
置
可
申
事
」

と
あ
る
の
で
あ
る
。
之
に
よ

る
と
裁
判
が
行
は
れ
て
居
た
當
時
は
東
株
が
主
張
を
通
し
て
、
照
譽
心
光
帥
ち
東
株

の
開
基
と
い
み
事
に

な

つ
て
居
た
ら
し
い
。
先
の
判
決
で
は
、
兩
株

の
先
祀
と
し
て
惣
持
寄
で
友
道
を
開
基
と
し
、
照
譽
尼
そ
の
竜
の
を
認
め
な
い
建
前
で

あ

つ
た
が
、
後

の
定
書
で
は
開
基
は
問
題
の
埒
外
に
置
か
れ
る
と
共
に
、
友
道
が
開
山
と
し
て
只
開
山
の
み
が
設
け
ら
れ
、
照
譽
尼
は

單
に
友
道
の
母
た
る
事
の
み
が
認
め
ら
れ
て
開
基
と
し
て
は
認
め
ら
れ
ぬ
事
と
な
つ
た
。
西
株
は
こ
の

「開
山
」

を

「
開
基
」
と
す
る

檬

八
方
蓮
動
し
た
が
藩
は
と
り
上
げ
な
か
つ
た
。

こ
の
開
基
の
問
題
は
判
決
で
は
い
つ
も
條
文
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
り
、
而
も
前
後

に
於
て
そ
の
決
を
異

に
し
て
居
る
。

ね

ら

斯
く
す
べ
て
の
事
項
よ
り
も
最

優
先
的
に
、
而
も
そ
れ
が
裁
判
に
よ
つ
て
ま
で
決
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
と

い
ふ
事
態
の
中
に
笠

寺

座

(竹
田
聽
洲
)
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寺
開
基
の
も

つ
深
い
含
蓄
が
認
め
ら
れ
る
。

先
に
も
觸
れ
た
所
で
あ
る
が
、
於
茲
再
び
西
蓮
寺
に
於
け
る

「
寺
」

の
性
格

の
屈
折
を
考

へ
さ
せ
ら
れ
る
。
蓋

し
友
道
が
遁
世
し
て

小
庵
を
.結
ん
だ
草
創
當
時
の
西
蓮
寺

(
勿
論
當
時
は
西
蓮
寺
の
名
は
な

い
)
は
何
れ
の
宗
派
に
も
屡
せ
す
、
何
處

の
寺
と
も
本
末
關
係

を
有
し
な
か

つ
た
。
之
が
如
何
な
る
理
由
で
知
恩
院
と
關
係
を
生
す
る
樣

に
な
つ
た
か
、
何
れ
の
傳
に
從
ふ
も
詳
か
で
な
い
が
、
或
は

東
株

の
傳
承
の
い
ふ
如
く
友
道
が
念
佛
修
行
者
で
あ
つ
た
爲
か
も
知
れ
な
い
。
然
し

一
度
び
淨
土
宗
所
屬
寺
院
と
し
て
登
録
さ
れ
て
後

は
當
然
淨
土
宗
の
威
儀
に
從
ぴ
内
外
が
莊
嚴
せ
ら
れ
て
行
つ
た
で
あ
ら
う
。
そ
の
意
味
で
慶
安
中
光
忠
寺
嚴
譽
に
依

つ
て
中
興
再
建
せ

ら
れ
た
の
は
本
寺
の
體
裁
を
整
え
る
上
に
書
期
的
な
事
件
で
あ

つ
た
ら
う
。
淨
土
宗
寺
院
で
あ
る
以
上
、
そ
の
本
尊
は
當
然
阿
彌
陀
如

來

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
叉
什
物
帳
广讚
轣
+
)
に
は
二
奪
癲
競
)兩
大
師
藩
囀
)像
の
寄
進
の
み
ゆ
る
の
も
可
然
き
處

で
あ
る
。
叉
歴
代
佳
職

の
出
自
は
今
日
杢
く
知
る
由
も
な
い
が
、
本
寺
に
晋
董
す
る
以
.上
、
何
れ
關
東
・檀
林
に
於
て
所
定
の
業
を
修
し
た
能
化
で
あ
つ
た
で
あ

ら
う
。
か
く
て
西
蓮
寺
は
外
見
上
淨
土
宗
寺
院
と
し
て

一
切
の
威
儀
を
つ
く
し
て
居
た
で
あ
ら
う
が
、
然
し
そ
れ
は
決
し
て
專
修
念
佛

但
信

ロ
稱
の
法
然
教
義
を
宣
布
し
、
乃
至
三
寶
止
住
の
精
舍
と
し
て

一
般
瓧
會
を
教
化
す
る
、
寺
の
通
義
を
そ
の
本
質
的
な
使
命
と
し

た

の
で
は
な
い
。

一
類
の
菩
提
寺
と
し
て
、
獨
り
河
南
と
い
ふ
特
定
の
同
族
の
爲
の
み
に
存
在
す
る
性
質

の
も
の
で
あ
り
、
所
屬
宗
派

の
宗
義
の
如
き
は
殆
ど
全
く
何
等
の
比
重
も
持
つ
て
居
な
か
つ
た
と
い
つ
て
よ
い
。
印
ち
本
寺
が
淨
土
宗

で
あ
る
事
は
極
め
て
便
宜
的

な
も
の
で
あ
り
、
淨
土
宗
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
少
し
も
な
く
、
宗
派
の
如
き
は
實
は
何
で
あ
つ
て
も
構
は
な
い
譯
で
あ

つ
た
。

友

道
が
も
し
參
禪
學
道

の
人
で
あ
り
、
三
密
加
持
の
行
者
で
あ
り
、
或
は
法
華
の
持
經
者
で
あ
る
に
應
じ
て
、
西
蓮
寺
は
或
は
禪
宗
に
、

　

し

或
は
眞
言
宗
に
或
は
叉
日
蓮
宗
に
屬
し
、
從
つ
て
名
稱
も
亦
西
蓮
寺
と
は
稱
し
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
然
し
何
れ
に
し
て
も
河
南
株
と

の
關
係
を
通
じ
て
果
す
瓧
會
的
機
能
は
一
今
の
西
蓮
寺
ど
大
差
な
き
も
の
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
友
道
草
創
當
初
の
、
無
宗
派
の
草



庵

で
あ
つ
た
時
代
こ
そ
未
だ

「
寺
」
の
本
義
に
稍
≧
近
い
性
格
を
具

へ
て
居
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る

。

か
く
て
西
蓮
寺
は

一
般
瓧
會
に
と
つ
て
は
關
係
甚
だ
薄
い
も
の
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
二

つ
の
河
南
株
に
と

つ
て
は
正
し
く
關
心
の

焦
點
そ
の
も
の
で
あ
つ
た
。
兩
株
が
積
年
に
亘
り
激
し
い
反
目
と
暗
鬪
を
く
り
か

へ
し
た
の
に
は
、
株
そ
の
も

の
玉
強
固
な
團
結
が
前

提

と
な
つ
て
居
る
が
、
邀
に
叉
爭
を
通
じ
て
團
結
は

一
層
強
固
に
せ
ら
れ
た
。
然

る
に
さ
う
し
た
相
印
の
關
係
は
實
は
西
蓮
寺
を
繞

る

問
題

に
於
て
最
も
具
體
化
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
實
に
西
蓮
寺
と
い
ふ
も
の
が
同
族
結
合
の
中
樞
に
在
る
も
の
に
拘
つ
て
居
る

が

ら
で
あ
つ
て
、
も
し
末
梢
的
な
も
の
に
關
す
る
不

一
致
で
あ
れ
ば
、
上
述
し
た
樣
な
積
年
の
激
し
い
葛
藤
の
綾
け
ら
れ
る
事
は
到
底

考

え
ら
れ
得
な
い
。
即
ち
西
蓮
寺
は
二
つ
の
同
族
に
と
,つ
て
は
當
に
結
合
の
紐
帶
た
る
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
つ
た
。
本
尊

の
佛
豫
を

祀

る
事
は
寺
と
七
て
の
體
裁
を
整

へ
る
爲
の
表
面
的
な
要
件
、
謂
は
貸
そ
れ
は
只

一
つ
の
看
板
に
す
ぎ
す
、
叉
逆

に
佛
豫
が
祀

つ
て
あ

る
か
ら

一
應
寺
と
し
て
の
體
裁
は
具

へ
て
居
る
が
、
事
實
上
、
そ
れ
は
株
結
合
の
紐
帶
と
し
て
の
比
重
が
最
も
重

い
と
い
ふ
點

で
は
、

彼

の
同
族
紳
や
、
血
縁
宮
座
に
於
け
る
氏
紳
と
そ
の
性
格
は
甚
し
く
接
近
し
て
來
て
居
る
と
見
ざ
る
を
得
な
い
。

我
國

の
神
瓧

に
は
本
來
今
の
樣
な
專
門

の
紳
職
は
居
な
い
の
が
寧
ろ
普
通
で
あ
つ
た
。
紳
ぼ
氏
子
自
身
に
よ
つ
て
祭
ら
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
本
來
氏
子
以
外
に
祭
り
手
の
あ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
頭
家
や
宮
座
の
組
織
が
發
生
す
る
所
以
は
茲
に
あ
る
。
然
る

に
寺
院
は
そ
れ
と
全
く
性
質
を
異
に
し
、
本
來
さ
う
し
た
封
鎖
性
と
は
封
蹠
的
な
筈
の
も

の
で
あ
る
。
阿
蘭
若
は
も
と
靜
寂
處
を
意
味

し
、
佛
法
僣

の
三
寶
止
佳
の
場
所
で
あ
つ
て
、
三
者
何
れ
の

一
を
缺
く
も
寺
と
し
て
の
體
を
な
さ
な
く
な
る
も
の
が
、
本
來

の
意
味
に

於

け
る
寺

で
あ
ら
う
。
僭
寶
な
き
所
に
法
寶
な
く
法
寶
な
き
所
に
佛
寶
も
亦
あ
り
得
な
い
。
然
る
に
西
蓮
寺
は
、
今
も
さ
う
で
あ
る
樣

に
過
去
に
於
て
も
無
住
で
あ
つ
た
事
が
珍
し
く
な
い
。
佳
職

の
居
る
事
は
寺
そ
の
も
の
玉
存
立
に
は
必
す
し
も
不
可
缺
の
要
件

で
は
な

か

つ
た
。
寺
の
諸
年
中
行
事
は
佳
職
の
在
否
に
不
拘
寺
年
番

の
管
理
に
屬
し
、
壇
中
が
實
際
の
衝
に
當
つ
て
居

る
の
は
氏
神
や
同
族
の

寺

座

(竹
田
聽
洲
)

二
五
九



東

洋

學

論

叢

二
六
〇

祭

が
氏
子
や
同
族
自
ら
の
組
織
で
運
營
さ
れ
る
の
と
相
似
た
も
の
が
あ
る
。
寶
暦
十
三
年
の
什
物
帳

に

「
叉
高
野
山

へ
良
起

(當
寺
の
一
代
)
之
齒
骨
被
成
御
納
、
月
牌
料
御
寄
附

に
附
、
當
村
河
南
利
八
郎
名
前
に
て
、

月
牌
受
取
請
文
有
之
、

(
「
ナ

リ
」
カ
)

、

、

、

、

、

、

、

、

宿
坊
は
玉
藏
院
に
、

當
寺
は
俗
姓
之
寺
故
位
牌
次
骨
を
被
成
贈
く
る
玉
也
。」

と

い
つ
て
居
る
が
、
出
家
春
の
集
團
と
い
ふ
寺
の
本
義
に
立
返
れ
ば

「
俗
姓
之
寺
」
と
は
、
誠
に
そ
れ
自
身
矛
盾

し
た
觀
念
と
い
ふ
外

は
な
い
。

(
六

)

吹
下
村
は
村
落
の
性
質
上
所
謂
畿
内
型
に
屬
し
、
小
農
乍
ら
何
れ
も
幾
何
か
の
自
作
地
を
も
つ
高
持
本
百
姓
か
ら
成
り
、
さ
し
た
る

大

地
主
も
居
な
い
が
叉
所
謂
水
呑
も
居
な
い
。
各
戸
の
所
有
地
を
、
今
僅
か
に
遺
る
文
政
十
二
年
の
水
帳
に
よ
つ
て
整
理
す

る
と
左
の

樣

な
數
字
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

西

株

東

株

彌

兵

衞

7

墾
徹
・

豪

幸

七
一

塾
尹

塾

磐
衞
門
}
一

四
二、

〇
七
五

(
當
時
吹
下
村庄

屋中右衞門
)

[

三

五

三
、

二

六

五
郎
兵

豊

四

四

二
五
五

重
左
衞
門

一

瓮.
一

九
五

重
右
衞

旦

七
三、

・
九
五

五
郎

羮

=

三

四
一

四

五

太

丕

七

四

・
四
五

(

以

下

不

詳
) .

經
營
面
積
に
於
て
東
株

は
明
か
に
西
株
を
壓

倒
し
て
居
る
。
天
保
十
年

以
來

の
爭
論
に
於
て
、

地
方
役
人
が
皆
東
株

に
加
擔
し
て
居
る
と
い
つ

て
西
株

が
切
齒
し
て
居
る
の
も
或
は
か
う
し
た

東
株

の
經
濟
的
な
實
力
が
物
を

い
つ
て
居
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
西
株
に

い
は
せ
れ
ば
、
東
株

の
頭
目
で
あ
る
中
右
衞
門
家
は
今

(
天
保
+
年
)



こ
そ
庄
屋
風
を
吹
か
し
て
居

る
が
、
寛
文
か
ら
後
久
し
く
、
所
持
高
漸
く
六
石
七
斗
三
升
に
す
ぎ
す
、
そ
れ
か
ら
後
十
石
、
二
十
石
と

檜

加
し
明
和
の
頃
や

つ
と
村
肝
煎
と
な
り
、
以
後
天
保
十
年
迄
に
漸
く
三
代
を
閲
し
た
庄
屋
で
あ

つ
て
、
要
す
る
に
成
上
り
者
に
過
ぎ

な

い
。
根
本
の
由
緒
あ
る
西
株

と
は
そ
の
素
性
が
違
ふ
と
い
ふ
所
で
あ
ら
う
。
そ
の
事
實
を
今
穿
鑿
す
る
要
は
な

い
。
た
ゴ
兩
株
間
の

險
惡
な
室
氣
が
逐
次
激
成
さ
れ

つ
玉
あ
つ
た
文
化
文
政
の
頃
、
瓧
會
的
に
も
經
濟
的
に
も
東
株
の
勢
力
は
漸
次
西
株
を
壓

せ
ん
と
し

つ

玉
あ
つ
た
事
は
明
白
で
あ
る
。

斯
う
し
た
優
勢
な
肚
會
經
濟
的
地
歩
の
確
立
は
前

に
も
の
べ
た
如
く
單
に
そ
の
ま

N
で
は
過
さ
れ
す
、
そ
の
現
實
を
現
實
と
し
て
委

當
な
ら
し
め
る
保
證
が
得
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
か
べ
る
も
の
は
常
に
そ
の
協
同
體
の
出
自
即
ち
詛
先
に
求
め
ら
れ
る
所
に
我
國

の
族

縁

的
瓧
會
の
特
徴
が
あ
る
。
結
果
が
先
づ
先
に
在
り
、
そ
れ
に
相
應
し
い
原
因
が
後
か
ら
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
血
の
尊
貴
に
關

す

る
傳
承
が
茲
に
發
生
す
る
の
で
あ
る
。
所
が
か

乂
る
血
の
尊
貴
に
關
す
る
保
證
は
何
等
か
の
宗
歡
的
權
威
體
と

一
種
の
族
縁
的
關
係

を
も
つ
事
に
依

つ
て
最
も
具
體
化
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
心
的
過
程
は
正
し
く
神
話
的
心
意
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
神

と

の
血
縁
の
よ
り
濃
厚
な
も
の
は
、
よ
り
稀
薄
な
も
の
或
は
そ
れ
を
全
然
缺

い
て
居
る
も
の
よ
り
も
計
薈
冖的
經
濟
的

に
當
然

一
暦
優
位
に

あ

る
べ
し
と
い
ふ
觀
念
が
基
本
に
在
り
、
か
鼠
る
紳
と
の
族
縁
關
係
の
濃
淡
を
具
象
的
に
標
す
も
の
が
、
實
に
そ

の
紳
を
祭

る
場
合
の

座
席
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
之
は
前
に
の
べ
た
神
に
よ
り
近
く
座
す
る
も
の
は
瓧
會
的
に
喝
よ
り
優
位
を
保
證
せ
ら
れ
る
と
い
ふ

事
と
裏
腹
を
な
す
の
で
あ
つ
て
、
か

玉
る
ケ
ー
ス
の
最
大
級
の
範
例
は
言
ふ
迄
も
な
く
、
大
和
朝
廷
と
記
紀
禪
話

の
原
型
の
成
立
と
の

ペ

タ

た

ン

關
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
は

f
國
史

の
基
層
を

一
貫
す
る

一
種
の
民
族
的
心
意
型
と
も
稱
す
べ
き
も
の
で
あ
ら

う
。

東
西
兩
河
南
株

に
と
つ
て
、
西
蓮
寺

の
宗
義
や
奉
安
す
る
佛
格
が
少
し
も
問
題
で
な
く
、
却

つ
て
そ
こ
に
占
む

る
座
次
、
過
去
帳

の

記
載
面
に
與

へ
ら
れ
る
位
置
、
就
中
開
基
に
關
す
る
傳
承
を
繞
つ
て
激
し
い
爭
を
展
開
し
た
恰
度
そ
の
頃
は
叉
東
株

の
勢
力
が
西
株
を

寺

座
'
(竹
田
聽
洲
)

二
亠ハ』



東

洋

學

論

叢

二
六
二

壓

倒
す
る
勢
を
示
し
つ
玉
あ

つ
た
時
で
あ
る
の
に
は
、
深

い
内
面
的
な
關
係
が
あ
る
。
印
ち
西
蓮
寺
と
い
ふ
宗
歡

的
客
髏
と
自
己
と
の

族
縁
關
係
の
濃
度
如
何
が
、
現
在

の
瓧
會
的
經
濟
的
地
位
に
論
理
的
保
證
を
與

へ
叉
な
與

へ
な
く
な
る
と
い
ふ
切
實
な
問
題
に
蓮
つ
て

居

る
所
に
、
兩
株
が
激
し
い
暗
鬪
を
行

つ
た
根
本
的
な
理
由
が
あ
る
。
西
蓮
寺
と
い
ふ

「
寺
」
は
西
株
に
と
つ
て
も
東
株
に
と
つ
て
も

世
俗
的
地
歩
に
封
す
る
保
證
の
根
據
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
完
杢
に
之
を
自
己
の
手
中
に
牧
め
、
同
時
に
相
手
と
の
關
係
を
稀
薄

な
ら
し
め
る
か
若
く
は
切
離
し
て
し
ま
ふ
事
が
望
ま
し
い
。
然
る
に
.之
を
手
中
に
牧
め
る
に
際
し
て
最
後

の
極

め
手
と
な
る
も
の
は
之

と
の
族
縁
關
係
で
あ
る
か
ら
、
兩
株
と
も
自
己
の
血
統
で
あ
る
友
道
を
開
基
と
し
て
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
之

で
は
結
局
水
掛
論
に

絡

る
べ
く
、
殊
に
西
株
は
系
圖
を
擁
し
て
居
る
所
か
ら
、
東
株
と
し
て
は
、
西
株
の
立
場
を
奪
ふ
爲
に
は
西
株

の
論
據
と
す
る
友
道
の

上

に
ゆ
く
尊
屬
を
拉
し
來

つ
て
開
基
と
す
る
以
外
に
方
法
な
く
、
さ
り
と
て
之
を
友
道
の
父
系
に
か
く
る
な
ら

ば
、
再
び
西
株
の
系
圖

の
記
載
と
抵
觸
す
る
處
か
ら
、
系
圖

に
記
さ
れ
て
居
な
い
母
系
に
か
け
て
、
友
道
の
母
照
譽
心
光
な
る
人
物
を
拉
し
來
つ
て
開
基
と
し

た

も
の
で
み
ら
う
。
東
株

の
こ
の
策
略
は
確
に
或
る
程
度
は
效
を
奏
し
て
、
と
も
か
く
、
裁
判
に
於
て
問
題
化

す
る
迄
に
漕
ぎ

つ
け
て

居

た
の
で
あ
つ
た
。
從

つ
て
判
決
が
東
西
双
方
の
立
場
を
委
協
せ
し
め
西
蓮
寺
を
東
西
惣
持
と
し
て
睦
く
運
營

さ
せ
る
爲
に
は
、
先
づ

し

カ

う

カ

セ

リ

カ

友
道
を
開
基
で
あ
る
と
同
時
に
東
西
共
通
の
先
祀
と
定
め
、
東
株
の
み
に
欄
係
あ
る
照
譽
心
光
は
問
題
の
埒
外
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
つ
た
。
株
爭
絡
始
帳
の

一
節
に

(東
株
の
指
導
格
)

「
…
…
…
兩
持
に
而
睦
敷
仕
候
樣
、
御
定
被
爲
仰
付
候
故
、
叉
忠
右
衞
門
此
節
友
道
を
大
事
仕
候
。
…
…
…

(
西
株
で
)
開
山
友
道

の
位
牌
を
拵
候
後
は
末
代
迄
"
譬

へ
如
何
樣
に
申
者
在
之
候
共
、
如
來
之
尊
前
に
建
置
可
申
候
事
。」

と

い
つ
て
居
る
が
、
寺
に
封
す
る
族
縁
的
觀
念
を
端
的
に
物
語

る
も
の
が
あ
る
。



(
七

)

要
之
、
西
株
と
東
株
と
の
發
生
的
關
係
は
何
處
迄
行
つ
て
も
結
局
詳
か
で
な
い
が
、
蓋
し
西
株
と
西
蓮
寺
は
早
く
よ
り
氏
寺
的
な
關

係

を
保
持
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
當
時
に
於
て
は
東
株
は
西
株
の
下
位
に
立
ち
、
西
蓮
寺
に
於
て
も
右
座
を
與

へ
ら
れ
で
居
た
の
が
、

そ

の
後
東
株
の
勢
力
が
逐
次
優
勢
と
な
る
に
從

つ
て
、
そ
れ
を
宗
歡
的
に
根
據
づ
け
る
必
要
か
ら
、
種

々
の
角
度

か
ら
逐
衣
西
株

の
氏

寺

で
あ
る
西
蓮
寺
の
乘
取
り
に
腰
を
入
れ
始
め
た
も
の
で
あ
ら
う
。
事
件
の
歸
趨
は
簡
約
す
れ
ば
た
貸
之
だ
け

の
事
で
あ
る
。
然
し
、

具
體
的
な
事
實
の
展
開
の
裡
に
は
、
種

汝
の
點
に
於
て
宮
座
を
結
成
す
る
と
圃
じ
精
紳
構
造
か
ら
延
い
て
は
我
民
族
文
化
の
基
層
に
横

た
は
る
諸
種
の
心
意
型
を
暗
示
す
る
も
の
が
あ
る
事
は
上
來
述
べ
て
來
た
通
り
で
あ
る
。

西
蓮
寺
は
二
つ
の
河
南
氏

(「
氏
」
は
こ
の
場
合
カ
ブ
と
い
ふ
形
を
と
つ
て
居
る
)

に
と
つ
て
は
規
模

こ
そ
小
さ
い
け
れ
ど
も
、
正

し
く

「
氏
寺
」

に
外
な
ら
な
い
。
普
通
彼

の

コ

建
立
」
と
い
は
れ
る
寺
院
も
、
草
創

の
當
初
に
於
て
は
確

に
そ

の
氏
族
の
氏
寺
で
あ

つ
た
で
あ
ろ
う
が
、
今
で
は
そ
の
寺
に
封
す
る
當
該
氏
族

の
管
理
權
は
著
く
弱
體
化
し
、
檀
家
組
織
は
地
縁
的
と
な
る
か
、
更
に
は
地

縁

を
も
越
え
て
、

一
村
落
内
に
於
て
も
自
他
村
數
ケ
寺
の
檀
家
が
錯
綜
す
る
形
を
と
る
事
も
往

女
あ
る
。
斯
う
し
た
近
世
の
寺
壇
關
係

が
如
何
に
し
て
發
生
し
發
達
し
た
か
は
、
日
本
佛
歡
史
上
未
解
決
の
問
題
で
、

一
般
に
い
は
れ
る
樣
に
簡
單
に
之
を
寺
請
制
度
に
の
み

歸
す
る
事
は
出
來
な
い
。

こ
の
西
蓮
寺
の
樣
に
中
世
以
來
の
氏
寺
の
形
態
を
獪
ほ
存
綾
し
て
居
る
も
の
も
あ
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と

も
か
く
西
蓮
寺
が
河
南
株
と
の
關
係
の
中
に
の
み
そ
の
氏
寺
的
な
性
酪
を
長
く
保
持
し
た
の
は
、
何
よ
り
も
強
く
河
南

「
株
」
そ
の
も

の
の
存
續

に
拘
る
事
で
あ

る
。
而
し
て
村
落
構
成
上

「
株
」
結
合
が
重
要
因
子
と
な
つ
て
有
力
な
機
能
を
持
續
し

て
居
る
の
は
當
地
方

一
般
の
趨
勢
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
叉
種

女
の
歴
史
的
風
土
的
條
件
に
依
る
事
で
あ
ら
う
。

亠守

座

(竹
田
聽
洲
)

二
六
三



山凩

洋

學

蹟講

叢

二
亠ハ
四
冖

中
古
か
ら
中
世

へ
か
け
て
の
上
流
貴
族
や
武
士
の
氏
寺
に
關
し
て
は
從
來
も
種

々
の
研
究
が
さ
れ
て
居
る
が
、

そ
こ
に
座
的
な
構
造

が
あ

つ
た
か
如
何
か
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
考
・へ
ら
れ
て
居
な
い
樣
で
あ
る
。
然
し
氏
寺
が
機
能

的
に
は
氏
紳
に
接

近
し
て
居
り
、
氏
神

に
は
宮
座
が
結
成
さ
れ
、
而
し
て
か
玉
る
宗
教
的
な
場
に
於
け
る
座
や
、
そ
れ
を
占
め
る
集
團
の
成
立
が
、
日
本
文
化
の
基
暦
に
横
は

る
心
意
型
か
ら
由
來
し
て
居
る
な
ら
ば
、
宮
座
に
樹
し
て
寺
座
と
も

い
ふ
べ
き
も
の
が
氏
寺
等

の
場
合
に
も
あ
つ
た
と
考

へ
て
可
然
き

で
な
か
ら
う
か
。
少
く
と
も
西
蓮
寺
の
場
合
の
樣
な
事
實
の
あ
る
以
上
、
も
と
よ
り
之
は
時
期
的
に
は
近
世
の
事
柄
で
は
あ
る
が
、
か

玉
る
心
意
型
は
時
代
を
越
え
て
文
化
の
基
層
に
拘

る
も
の
で
あ
り
、
別

の
表
現
形
態
を
と
つ
て
む
し
ろ
發
坐
期
の
氏
寺
等
に
も
あ

つ
た

の

で
は
な
か
ら
う
か
。
今
後

に
於
け
る

一
層
の
史
科
蒐
集
が
切
望
さ
れ
る
所
で
あ
る
。

(完
)

(佛
教
大
學
講
師

)


